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 1

総 論 
 
 本規格は、国際電気通信標準会議(IEC)／国際無線障害特別委員会(ＣＩＳＰＲ)より勧告された国

際規格ＣＩＳＰＲ２２第５.２版(２００６－０３)「情報技術装置（ＩＴＥ）からの妨害波の許容値と

測定法」に準拠するものである。 
 なお、付則Ａ、ＢおよびＣは、この規格の一部であり、付則Ｄ、Ｅ、ＦおよびＧは情報である。 
 
 本規格を適用する無線周波数の範囲は、９ｋＨｚ～４００ＧＨｚであるが、許容値は、無線放送お

よび通信サービスを保護し、適切な距離で他の機器が意図するよう動作するために装置が十分に低い

放射レベルに抑制されるよう検討され、限られた周波数範囲についてのみ定められている。 
 
１．適用範囲および目的 
 
 本規格は、３.１項で定義する情報技術装置（ＩＴＥ）に適用する。ＩＴＥが発生するスプリアス

信号レベルの測定法、および９ｋＨｚ～４００ＧＨｚの周波数範囲におけるクラスＡ情報技術装置お

よびクラスＢ情報技術装置の両方の許容値を規定している。許容値が規定されていない周波数範囲で

は、測定の必要はない。 
 本規格の目的は、適用範囲に含まれる装置の無線妨害波レベルに対して統一的な要求条件を確立す

ること、妨害波の許容値を定めること、測定法を明確にすること、動作条件および結果の解釈を標準

化することである。 
 
２．引用規格 
 
 次に示す引用規格は、本規格を適用する上で不可欠なものである。発行年月が記された引用規格は、

その版のみを適用する。発行年月が無い引用規格については、修正文書も含めて引用規格の最新版を

適用する。 
 
(1) ＪＩＳＣ８３０３：１９９３ 配線用差込接続器 
(2) ＪＩＳＣ６１０００－４－６：２００６ 電磁両立性（ＥＭＣ）－試験および測定方法  

－無線周波数電磁界によって誘導される伝導妨害波イミュニティ 
(3) ＣＩＳＰＲ１１：２００３ 工業、科学および医療用（ＩＳＭ）高周波利用設備 

－電磁妨害特性－許容値および測定方法 

(4)  情報通信審議会諮問第３号「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち、 
「無線妨害波及びイミュニティ測定装置の技術的条件」について（平成1９年度答申） 
「音声およびテレビジョン放送受信機並びに関連機器の無線妨害波特性の許容値と測定法 

(CISPR 13 第４版：2001、修正1:2003、修正2:2006)」 

(5)  情報通信審議会諮問第３号「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち、 
「無線妨害波及びイミュニティ測定装置の技術的条件」について（平成1９年度答申） 

「第１部：無線周波妨害波及びイミュニティ測定装置 
第１編：測定用受信機 (CISPR 16-1-1 第2.1版：2006)」 
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(6)  情報通信審議会諮問第３号「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち、 
「無線妨害波及びイミュニティ測定装置の技術的条件」について（平成1９年度答申） 

「第１部：無線周波妨害波及びイミュニティ測定装置 
第２編：補助機器 － 伝導妨害波 (CISPR 16-1-2 第1版：2003、修正1:2004)」 

(7)  情報通信審議会諮問第３号「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち、 
「無線妨害波及びイミュニティ測定装置の技術的条件」について（平成1９年度答申） 

「第1部：無線周波妨害波及びイミュニティ測定装置 
第４編：補助機器 － 放射妨害波 (CISPR 16-1-4 第2.0版：2007)」 

(8)  ＣＩＳＰＲ１６－２－３：２００３ 無線妨害波およびイミュニティの測定装置特性および 
測定法－無線妨害波およびイミュニティの測定方法－放射妨害波測定 修正１（２００５） 

(9) ＣＩＳＰＲ１６－４－２：２００３ 無線妨害波およびイミュニティの測定装置特性および 
測定法－測定の不確かさ、統計および許容値モデル－ＥＭＣ測定における不確かさ 

(10) ＪＩＳＸ５１５０：２００４ 構内情報配線システム(ＩＳＯ/ＩＥＣ １１８０１:２００２) 
―――――――――――――――― 

１)上記ＣＩＳＰＲ１６－１－２：２００３には、第１版と修正１を合わせた第１.１版（２００４）がある。 

 
 
３．定 義 
 
 本規格の目的のために、次の定義を適用する。 
 
３.１  情報技術装置（ＩＴＥ） 
 次のような全ての装置、 
 
 a) データ又は通信メッセージの入力、蓄積、表示、変換、転送、処理、スイッチング、又は制御

のいずれか（又は、それらを組み合わせたもの）の主機能を持つもので、通常、情報の転送を

行わせるために一つ以上の端末ポートを持つこともある。 
 b) 定格供給電圧が６００Ｖを超えないもの。 
 
 例えば、これには、情報処理装置、事務用機器、電子事務用装置、および電気通信装置が含まれる。 
 
 国際電気通信連合（ＩＴＵ）の無線規則（ＲＲ）に規定される無線伝送および／または受信を主機

能とする全ての装置（または情報技術装置（ＩＴＥ）の部分）は、本規格の適用範囲から除外する。 
 
 注) いかなる装置であっても、国際電気通信連合（ＩＴＵ）の無線規則（ＲＲ）で規定される無線伝送および／ま

たは受信機能を有するものは、ＣＩＳＰＲ２２が有効であるか否かにかかわらず、国の無線規則に従う。 

 
 この周波数範囲におけるすべての妨害要求条件が、明らかに国内法令に規格化されている装置およ

び機器、並びに他の国際電気標準会議(ＩＥＣ)規格または国際無線障害特別委員会(ＣＩＳＰＲ)規格

の適用を受ける装置については、本規格の適用範囲から除外する。 
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  また、次のものについても適用を除外する。 
 (1)  情報技術機能が二次的な動作となっている装置（例えば工業用プラント制御装置）。 
 (2) 電気通信事業者が管理する建物内でのみ使用される電気通信施設用物品。 
 
３.２  供試装置（ＥＵＴ） 
 代表的な１台の情報技術装置(ＩＴＥ)、または１台以上のホスト装置を含み機能的に相互作用のあ

る情報技術装置(ＩＴＥ)のグループ（システム）で、評価に供されるもの。 
 
３.３  ホスト装置 
 情報技術装置(ＩＴＥ)システムの一部分またはモジュールのための機械的収納部を有するユニット

で、無線周波発信源を有することもあり、または他の情報技術装置(ＩＴＥ)に電源を分配することも

ある。ホスト装置とモジュール、または他の情報技術装置(ＩＴＥ)との間の電源分配は交流、直流又

はその両方の場合がある。 
 
３.４  モジュール 
 機能を実行する情報技術装置(ＩＴＥ)の一部分であって、無線周波発信源を有することがある。 
 
３.５  同一モジュールおよび情報技術装置（ＩＴＥ） 
 
 量産されたモジュールおよび情報技術装置(ＩＴＥ)で、指定の製造仕様に対して通常の製造誤差の

許容範囲内に入っているもの。 
 
３.６ 通信／ネットワークポート 
 複数利用者に直接接続する広域電気通信ネットワーク（例：公衆電気通信ネットワーク(ＰＳＴＮ)、
ＩＳＤＮ、ｘＤＳＬ他）、ローカルエリアネットワーク（例：イーサネット、トークンリング他）お

よび類似のネットワークに接続することを意図して音声、データ、信号伝送を行うための接続ポイン

ト。 
 
注；試験中のＩＴＥシステムにおいて各機器間を相互接続するポート(例：ＲＳ２３２、ＩＥＥＥ規格１２８４（パ

ラレルプリンター)、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ規格１３９４（Ｆｉｒｅ Ｗｉｒｅ）、他）は、本項の通信／ネット

ワークポートに該当しない。 

 
３.７ 多機能装置 
 本規格および他規格に該当する二つまたはそれ以上の機能が同一ユニット内に含まれる情報処理装

置。 
 
注：この例としては、 

－通信機能または放送受信機能付きパーソナルコンピュータ、 

－計測機能付きパーソナルコンピュータ等がある。 
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３.８ トータルコモンモードインピーダンス（ＴＣＭインピーダンス） 
 試験中のＥＵＴポートに接続されたケーブルと基準大地面間のインピーダンス。 
 
注：ケーブル全体が回路の一線路と見なされ、大地面がもう一つの線路として見なされる。 

ＴＣＭ波は電気エネルギーの伝送モードであり、そのケーブルが実際に布線された状態では、電磁エネルギーを 

放射する原因となりうる。逆に、外部電磁界の中にそのケーブルを曝した場合には、ケーブル上に電気エネルギー

を発生する結果となる。 

 
３.９ 試験配置(アレンジメント) 
 試験エリア内に接続されている周辺機器および関連装置を含むＥＵＴの物理的な配置。 
 
３.１０ 試験設定(コンフィギュレーション) 
 ＥＵＴの動作モードおよびその他動作上の条件。 
 
３.１１ 関連装置（ＡＥ） 
 ＥＵＴの動作を助けるために必要とされる機器。関連装置は物理的に試験エリア外に設置される場

合もある。 
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４．情報技術装置（ＩＴＥ）の区分 
 
 ＩＴＥをクラスＡ情報技術装置、およびクラスＢ情報技術装置の二つに区分する。 
 
４.１  クラスＢ情報技術装置 
 クラスＢ情報技術装置は、クラスＢ情報技術装置の妨害波の許容値を満足する機器である。 
 
 クラスＢ情報技術装置は、主に住宅環境注）において使用するよう意図されており、例えば、次の

ものが含まれる。 
 －固定した場所で使用しない装置、例えば、内蔵電池から給電される携帯用装置 
 －電気通信回線網から給電される電気通信端末装置 
 －パーソナルコンピュータおよび補助的に接続される装置 
 
  注）住宅環境とは、当該機器から１０ｍ以内の範囲において、放送用受信機および 

テレビジョン受信機を使用することが予想される環境を意味している。 

 
４.２  クラスＡ情報技術装置 
 クラスＡ情報技術装置は、クラスＡ情報技術装置の許容値を満足するが、クラスＢ情報技術装置の

許容値は満足しない全てのＩＴＥである。このような種類の装置については、販売に際して制限を加

えるべきではないが、次のような注意書きを取扱説明書に記載しておかなければならない。  
 
 

注意書きの例 

  注 意 
この製品はクラスＡ情報技術装置です。住宅環境で使用する場合は、電波障害を発生させ

る恐れがあります。その際、この製品の利用者は、適切な手段を講ずることが必要とされる

ことがあります。 
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５．電源ポートおよび通信ポートの伝導妨害波の許容値 
 

供試装置（ＥＵＴ）は、第９項に記述される測定法に従って平均値測定用受信機および準尖頭値

測定用受信機を使用し、それぞれの測定値が表１と表３または表２と表４の許容値を満たすこと。表

３または表４の電圧許容値と電流許容値は、いずれか一方を満たすこと。ただし、付則C.1.3に示す

測定では電圧許容値と電流許容値の両者を満たすこと。準尖頭値測定用受信機を使用した測定値が平

均値許容値を満たす場合、ＥＵＴは両方の許容値を満たしていると見なされ、平均値測定用受信機に

よる測定を必要としない。 
 測定用受信機の指示値が許容値に近いところで変動する場合、それぞれの測定周波数について、少

なくとも１５秒間指示値を観察しなければならない。瞬時の孤立した高い値は無視し、それ以外の最

も高い指示値を記録すること。 
 
５.１  電源ポートの伝導妨害波電圧の許容値 
 

表１－クラスＡ情報技術装置の電源ポート伝導妨害波電圧の許容値 

許容値  ｄＢ（μＶ） 
     周波数範囲 
       ＭＨｚ 

準尖頭値 平均値 

      0.15～0.50  ７９  ６６ 

      0.50～30 ７３ ６０ 

   注) 周波数の境界では低い方の許容値を適用する。 

 
 

表２－クラスＢ情報技術装置の電源ポート伝導妨害波電圧の許容値 

許容値  ｄＢ（μＶ） 
     周波数範囲 
        ＭＨｚ 準尖頭値 平均値 

      0.15～0.50      ６６～５６      ５６～４６ 

      0.50～5 ５６        ４６ 

        5～30         ６０        ５０ 
 

注1) 周波数の境界では低い方の許容値を適用する。               

  2) 0.15MHz～0.50MHzの範囲での許容値は周波数の対数値に対して直線的に減少する。   
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５.２  通信ポートの伝導コモンモード（非対称モード）妨害波の許容値 2) 

  

表３ クラスＡ機器の周波数範囲０.１５ＭＨｚ～３０ＭＨｚにおける通信ポートの 
伝導コモンモード（非対称モード）妨害波許容値 

電圧許容値 
dB(μＶ） 

電流許容値 
dB(μA） 

周波数範囲

（MHz） 準尖頭値 平均値 準尖頭値 平均値 

0.15～0.5 97～87 84～74 53～43 40～30 

0.5～30 87 74 43 30 

注１：許容値は、0.15～0.5MHzの範囲で周波数の対数に対して直線的に減少する 

注２：電圧許容値と電流許容値の変換係数は20 log10 150＝44 dBである。 

注３：但し、本規格を適用する時期ついては、２０１０年４月１日とする。 

 

 

表４ クラスＢ機器の周波数範囲０.１５ＭＨｚ～３０ＭＨｚにおける通信ポートの 
伝導コモンモード（非対称モード）妨害波許容値 

電圧許容値 
dB(μＶ） 

電流許容値 
dB(μA） 周波数範囲 

（MHz） 準尖頭値 平均値 準尖頭値 平均値 

0.15～0.5 84～74 74～64 40～30 30～20 

0.5～30 74 64 30 20 
 

注１)：許容値は、0.15～0.5MHzの範囲で周波数の対数に対して直線的に減少する 

注２)：電圧許容値と電流許容値の変換係数は20 log10 150＝44 dBである。 

注３)：但し、本規格を適用する時期ついては、２０１０年４月１日とする。 

 

 

――――――――― 
２）３.６項参照 
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６．放射妨害波の許容値 
 
６.１ １ＧＨｚ以下の許容値 
 
 第１０項に記述される方法に従って測定距離Ｒで測定した場合、供試装置（ＥＵＴ）は表５又は表

６の許容値を満たさなければならない。測定用受信機の指示値が許容値に近いところで変動する場合、

それぞれの測定周波数について、少なくとも１５秒間指示値を観察しなければならない。瞬時の孤立

した高い値は無視し、それ以外の最も高い指示値を記録すること。 
 

 

表５－測定距離１０ｍでのクラスＡ情報技術装置の放射妨害波の許容値 

周波数範囲 
ＭＨｚ 

準尖頭値許容値 
ｄＢ（μＶ／ｍ） 

３０～２３０ ４０ 

２３０～１０００ ４７ 

 

注1) 周波数の境界では低い方の許容値を適用する。 

注2) 妨害が発生した場合は、追加の保護手段が要求されることがある。 

 

 

表６－測定距離１０ｍでのクラスＢ情報技術装置の放射妨害波の許容値 

周波数範囲 
ＭＨｚ 

準尖頭値許容値 
ｄＢ（μＶ／ｍ） 

３０～２３０ ３０ 

２３０～１０００ ３７ 

 

注1) 周波数の境界では低い方の許容値を適用する。                      

注2) 妨害が発生した場合は、追加の保護手段が要求されることがある。 
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６.２ １ＧＨｚ以上の許容値 

 

第１０項に記述される方法および下記に記述された条件付き試験手順に従って測定した場合、供試

装置（ＥＵＴ）は表７または表８の許容値を満たさなければならない。 

 

表７－測定距離３ｍでのクラスＡ情報技術装置の放射妨害波の許容値 

周波数範囲 
ＧＨｚ 

平均値許容値 
ｄＢ（μＶ／ｍ） 

尖頭値許容値 
ｄＢ（μＶ／ｍ） 

１～３ ５６ ７６ 

３～６ ６０ ８０ 

注１）周波数の境界では低い方の許容値を適用する。 

注２）但し、本規格を適用する時期ついては、２０１０年４月１日とする。 

 

表８－測定距離３ｍでのクラスＢ情報技術装置の放射妨害波の許容値 

周波数範囲 
ＧＨｚ 

平均値許容値 
ｄＢ（μＶ／ｍ） 

尖頭値許容値 
ｄＢ（μＶ／ｍ） 

１～３ ５０ ７０ 

３～６ ５４ ７４ 

注１）周波数の境界では低い方の許容値を適用する。 

注２）但し、本規格を適用する時期ついては、２０１０年４月１日とする。 

 

• 条件付き試験手順 
 

ＥＵＴの最も高い内部使用周波数は、ＥＵＴ内部で発生または使用されるか、ＥＵＴを作動または

調整する最高周波数として規定される。 
 

ＥＵＴ内部使用周波数の最高周波数が１０８ＭＨｚ未満であれば、測定は１ＧＨｚまで実施する。 
 

ＥＵＴ内部使用周波数の最高周波数が１０８ＭＨｚから５００ＭＨｚ未満の間であれば、測定は２

ＧＨｚまで実施する。 
 

ＥＵＴ内部使用周波数の最高周波数が５００ＭＨｚから１ＧＨｚ未満の間であれば、測定は５ＧＨ

ｚまで実施する。 
 

ＥＵＴ内部使用周波数の最高周波数が１ＧＨｚ以上であれば、測定は最高周波数の５倍の周波数ま

たは６ＧＨｚのどちらか低い周波数まで実施する。 
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７．ＣＩＳＰＲ無線妨害波許容値の解釈 
 
７.１  ＣＩＳＰＲ許容値の意義 
 
7.1.1 ＣＩＳＰＲ許容値は、国内規格、関連する法規および公的規定に取り込むように各国の主管

庁に勧告している許容値である。国際機関にもこれらの許容値を使用するよう勧告している。 
 
7.1.2 装置に対する許容値の意義は、統計的に、量産品の少なくとも８０％が、少なくとも８０％

の信頼度で許容値に適合していることである。 
 
７.２  量産装置の適合試験での許容値の適用 
 
7.2.1 試験は、次のいずれかに対して行うこと。 
 
7.2.1.1 7.2.3項に規定する統計的な評価法を用いる当該型式の装置の複数台のサンプル。 
 
7.2.1.2 または、簡略化のために、１台の装置。 
 
7.2.2 特に、7.2.1.2項による場合は、生産品から無作為に選ばれた装置に対して、随時、その後の

試験が必要である。 
 
7.2.3 統計的な適合評価は、次のように行うこと。 
 この試験は、最低５台以上１２台以下のサンプルに対して行うこと。しかし、例外的な場合として、

５台が入手できない場合、３台又は４台のサンプルに試験を行うこと。適合の可否は、次の関係から

判断する。 
 

X  ＋ nkS   ≦  L  

 
 ここで、 

X はサンプルｎ台の測定値の算術平均値である。 
 
 
 

    
Xn は、個々の装置の測定値である。 

   Lは、適用する許容値。 
   k は、当該装置の８０％が許容値を満足することを、８０％の信頼度で保証する 

非心ｔ分布の表から導かれている。 
 

 k の値は、サンプル台数ｎによって決まり、下表に示す。 

Ｓ２ ＝
１

（ｎ－１）
Σ （Ｘ －Ｘ）ｎ ｎ

２－



 

 11

 

 Xn 、 X 、Sn および Lの値は、ｄＢ（μＶ）、又はｄＢ（μＶ／ｍ）のように対数的に表される。 

 
ｎ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

ｋ 2.04 1.69 1.52 1.42 1.35 1.30 1.27 1.24 1.21 1.20 

 

 

7.2.4 適合可否に対する審理の結果として、販売の禁止又は型式認定の取り消しは、7.2.1.1項に

従って統計的評価法を利用して試験が行われた後にのみ、検討されること。 
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８．一般測定条件 
 
８.１  周囲雑音 
 測定サイトでは、ＥＵＴからの妨害波と周囲雑音が識別できなければならない。この観点から、サ

イトの適性は、ＥＵＴを停止して（注：ＥＵＴからの妨害波が出ない状態にして）周囲雑音を測定し、

それらが５項および６項に規定される許容値より少なくとも６ｄＢ低いことを確認することによって

決定する。 
 
 ある周波数帯域で周囲雑音が規定の許容値より６ｄＢ下回っていない場合、１０.８項に示す方法

を規定の許容値に対するＥＵＴの適合を示すために使用してもよい。  
 
 放射源からの放射妨害波および周囲雑音の合成値が規定の許容値を超えない場合には、周囲雑音レ

ベルを規定の許容値から６ｄＢ低い値に減少させる必要はない。この場合、妨害源からの放射妨害波

は規定の許容値を満足していると見なす。 
 妨害源からの放射妨害波および周囲雑音の合成値が規定の許容値を超える場合でも、当該測定周波

数において、次の二つの条件を満足しない限り、ＥＵＴが規定の許容値を満たしていないと判断して

はならない。 
 

a) 周囲雑音レベルが妨害源からの放射妨害波と周囲雑音レベルの合成値より少なくとも６ｄＢ

低いこと。 
b) 周囲雑音レベルが規定の許容値より少なくとも４.８ｄＢ低いこと。 

 
８.２  一般試験配置 
 ここに規定されない場合は、代表的な使用例に従ってＥＵＴを構成し、組み合わせ、配置して動作

させること。可能であれば製造業者が指定または推奨する設置方法を試験配置に適用すること。この

配置は通常の代表的な設置方法であること。ＥＵＴのインタフェースポ－トの各タイプごとに最低一

つのインタフェースケーブル／負荷／装置を接続しておくこと。装置の実際の代表的な使用法に従っ

て、各ケーブルは終端すること。 
 
 同一タイプの複数のインタフェースポートがある場合、追加の接続ケーブル／負荷／装置は事前確

認測定の結果に基づいてＥＵＴに加えられなければならない。追加するケーブルまたはワイヤの数は、

ケーブルまたはワイヤの追加が放射レベルに大きく影響しない条件（例えば２ｄＢ以下の変動でＥＵ

Ｔが適合し続けている）に制限してもよい。装置の配置およびポートの負荷の選択の根拠をテストレ

ポートに記述すること。 
 
 相互接続ケーブルは、個々の装置の要求条件に規定された形式および長さが望ましい。種々の長さ

のケーブルが用意されている場合は、最大妨害波を発生する長さにすること。 
 
 適合性を得るために、シ－ルド・ケーブルまたは特別なケーブルを使用した場合は、このような

ケーブルを使う必要があることを示す注意書きを取扱説明書に記述すること。 
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余分な長さのケーブルは、0.3m から 0.4m の長さでケーブルのほぼ中央で束ねておくこと。

ケーブルの大きさや固さのため、またはユーザ設置場所での試験のため、束ねることが出来ない場合

には、余分なケーブルの処理を試験報告書に詳細に記録しておくこと。 
 
 同じ形式のインタフェースポートが複数ある場合、その当該形式の一つのポートにのみケーブルを

接続してもよい。ただし、同じ形式の他のポートにケーブルを追加しても、測定結果に重要な影響を

与えないことを確認しておくこと。 
 
 測定結果が再現できるように、ケーブルおよび装置の配置や向きの詳細な説明を測定結果に添付し

なければならない。許容値に適合するために使用上の特別な条件がある場合は、それらの条件、例え

ば、ケーブルの長さ、ケーブルの形式、シールドおよび接地などを規定し、文書化すること。これら

の条件は、使用者用の説明書に記載しなければならない。 
 
 複数のモジュール（ドロア、プラグイン・カード、ボード等）を使用するようになっている装置は、

通常の使用例に従って複数組み合わせ、代表的な状態で試験すること。追加するボードまたはプラグ

イン・カードの数は、ボードまたはプラグイン・カードの追加が放射レベルに大きく影響しない条件

（例えば２ｄＢ以下の変動で、ＥＵＴが適合し続けている）に制限してもよい。モジュールのタイプ

および数について選択の根拠をテストレポートに記述すること。 
 
 多くの独立したユニットからなるシステムは、最小の代表的な構成例となるように配置すること。

この試験配置に含まれる複数の組み合わせのユニットは、通常の使用状態を代表するものであること。

ユニットを選択した根拠をテストレポートに記述すること。 
 
 代表的な最小構成のシステムを次に示す。 
 
 パーソナルコンピュータまたはパーソナルコンピュータの周辺装置の場合、最小構成のシステムは、

次に分類される装置から構成され、一緒に試験される。 
 

a) パーソナルコンピュータ 
b) キーボード 
c) 画像表示装置 
d) 使用可能な二つの異なったタイプのＩ／Ｏプロトコル（例えば、シリアル、パラレル等）の

各々に対する外部周辺装置 
e) ＥＵＴが特別の目的を持つ装置、例えばマウス、ジョイスティック等のための専用ポートを

持つ場合、その装置は最小構成の一部であること。 
 

注) あるシステムの場合、a)、b)および／またはc)は、同じシャーシに組み立てられている。  

a)、b)、c)、マウスまたはジョイスティックコントロールが、d)の代わりに使用されることはない。 
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 ＰＯＳ端末の場合、最小構成（適切な程度に）のシステムは、次に分類される装置から構成され、

一緒に試験される。 
a) アクティブプロッセッサ 
b) 現金引き出し機 
c) キーボード類 
d) ディスプレイユニット（操作者および顧客用） 
e) 代表的な周辺装置（バーコード読み取り機） 
f) 手持ち機器（バーコード読み取り機） 

 
 ＥＵＴとして評価されるＩＴＥの内部のモジュールは、それぞれのタイプごとに一つのモジュール

を動作させること。ＥＵＴがシステムの場合、システムを構成することができるＩＴＥは、それぞれ

のタイプごとに一つのＩＴＥをＥＵＴの中に含むこと。 
 
 広い場所に分散されたシステムの部分を構成する装置のユニット（例えば、情報端末装置、ワーク

ステーション、ＰＢＸ等）およびそれ自体がサブシステムとなる装置のユニットは、ホストまたはシ

ステムから独立して試験してもよい。分散型ネットワーク、例えば、ＬＡＮは、テストサイト上で、

ある長さのケーブルと、実際の周辺装置あるいは遠隔ネットワーク通信シミュレータを用いてシミュ

レートしてもよい。ただし、それらは測定値に影響を与えないことを保証するのに十分な距離に設置

する必要がある。 
 
 各型式のモジュールまたはＩＴＥを一つずつもつＥＵＴの評価の結果は、二つ以上のモジュールま

たはＩＴＥをもつ構成に適用できる。この適用が認められる理由は、複数の同一のモジュールまたは

ＩＴＥ（３.５項参照）からの放射妨害波は、現実には加算的ではないことが一般に知られているか

らである。 
 
 電源インタフェースがホスト装置に依存する任意のＩＴＥも含めて、機能的に他のＩＴＥと相互に

影響しあうＥＵＴの場合、代表的な動作状態を得るため、実際にインタフェース機能をもつＩＴＥま

たはシミュレータのいずれかを使用することができる。ただし、シミュレータを使用する場合、シ

ミュレータの影響を分離できるかまたは確認できることが必要である。もしＩＴＥが他のＩＴＥに対

してホスト装置になるように設計されている場合、ホストとなるＩＴＥは、通常の条件の下でホスト

装置として動作するように接続しなければならない。 
 
 インタフェース機能を持つ実際のＩＴＥのかわりに使用されるシミュレータは、当該ＩＴＥの電気

的特性、特にＲＦ信号およびインピーダンス、場合によっては機械的特性を適切に持つことが重要で

ある。この手順に従うことによって個々のＩＴＥの測定結果は、異なった製造業者によって製造およ

び測定されたＩＴＥを含めて、他の同様に試験されたＩＴＥのシステムの一体化や応用にも有効とな

る。 
 
 ホスト装置の様々な拡張のために別売りされるプリント配線板アッセンブリ（ＰＷＢＡ、例：ＩＳ

ＤＮインタフェース・ボード、ＣＰＵボード、アダプタ・カード等）の適合性を確認するためには、
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プリント配線板アッセンブリ（ＰＷＢＡ）が搭載されることを意図するホスト装置群から製造業者が

選択した少なくとも１台の代表的なホスト装置に搭載して試験しなければならない。 
 
 ホスト装置は、代表的な製造サンプルであること。 
 
 クラスＢ情報技術装置に搭載することを意図するＰＷＢＡは、クラスＡ情報技術装置に属するホス

ト装置に搭載して試験をしてはならない。 
 
 ＰＷＢＡに添付する説明書には、ＰＷＢＡを搭載して試験・評価したホスト装置についての情報、

およびＰＷＢＡがいずれの区分（クラスＡ情報技術装置またはクラスＢ情報技術装置）のホスト装置

に適合しているか判別できるような情報を記載しておくこと。 
 
8.2.1 最大放射配置の決定 
 事前確認測定は、許容値に対する最大妨害波の発生周波数を確認するものである。ＥＵＴの設置方

法を代表する配置において、典型的な動作モード、ケーブル配置でＥＵＴを動作させながら確認する

こと。 
 

多くの有意な周波数の妨害波を調べることによって、許容値に対応する最大妨害波の周波数を確認

すること。最大妨害波を発生すると予想される周波数、付属ケーブル、ＥＵＴの配置および動作モー

ドを見極めることが可能となる。 
 
 事前確認測定は、図４から図１３に従ってＥＵＴを適切に配置すること。 
 
 最終測定は、伝導妨害波および放射妨害波の各々について、９項および１０項に定める方法を用い

て実施すること。 
 
８.３ ＥＵＴ配置 
 基準大地面に対するＥＵＴの位置は、使用時の状態と同等とすること。すなわち、床置型装置は基

準大地面上に絶縁した状態で設置し、卓上型の装置は非導電性テーブルに設置する。 
 
 壁掛け装置は卓上型ＥＵＴとして試験を実施すること。装置の置き方（向き）は通常の設置方法に

合わせること。 
 
 上記タイプのＥＵＴの組み合わせ型装置は、通常の設置方法で配置すること。卓上型および床置型

の両方の型として設計された装置は、通常の設置方法が床置きである場合を除き卓上型装置として試

験を実施すること。 
 
 他ユニット、ＩＳＮまたは関連装置に接続しないＥＵＴ付属の信号線の末端は、必要であれば、適

切な終端インピーダンスで終端すること。 
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 試験領域外（注：テストサイトの外あるいは基準大地面の下等）に置かれた関連装置への通信線も

しくは接続線は、床に垂らし、そしてテストサイトの出口まで引き回すこと。 
 
 関連装置は通常の設置方法で設置すること。関連装置がテストサイト上に置かれる場合は、ＥＵＴ

に対して適用される条件で配置すること（例、大地面からの距離、床置きの場合の大地面からの絶縁、

ケーブルの配置、等々）。 
 

注）特別な大地面の要求事項は、伝導妨害波測定については９.４項、放射妨害波測定については10.4.4項、特

別な試験配置については９.５項および１０.５項で規定する。 

 
 図４から図１３は試験配置例と手引きのみである。文中で記述された要求事項が優先する。 
 
8.3.1 卓上型装置の配置 
 
 一般条件は８.３項を適用する。 
 
 卓上型装置は非導電性テーブルに配置すること。テーブル寸法は通常 1.5m×1.0m とするが、最

終的にはＥＵＴの水平方向の寸法に依存する。 
 
 ＥＵＴシステムを構成する全ての装置ユニット（ＥＵＴ並びに接続された周辺装置および関連装置

または機器）は、隣接するユニットとの間隔を通常 0.1m として配置すること（図４を参照）。ユ

ニットが通常積み重ねて置かれる場合、そのユニットは他ユニットの上に直接配置すること（例、モ

ニタとデスクトップＰＣ）、そしてＥＵＴ配列の後ろ側に配置すること（図４に示された周辺機器の

位置１または２）。 
 

配置の後ろ側は、可能な場合もしくは通常の使用状態であるならば、テーブルの後面に沿って配列

することが望ましい。このことは、テーブルの拡張を必要とする場合もある。後面に沿った配置がで

きない場合、追加のユニットは図４に示すようにテーブルの両サイドの周りに配置する。位置１およ

び位置２は、図４のように二つまでのユニットに使用すること。二つを越えるユニットで、各々が通

常近接配置しない場合、試験配置におけるユニットの間隔は実際上可能な限り 0.1m という距離を

維持すること。 
 

ユニット間のケーブルはテーブルの後面で垂れ下げること。ケーブルが水平大地面（または床面）

に 0.4m より近づく場合、ケーブルの余長を中心付近で 0.4m 以内に束ね、束ねたケーブルの高さ

は水平基準大地面上で少なくとも 0.4m となること。 
 

キーボード、マウス、マイクロフォン等のような機器のケーブルは、通常使用するように配置する

こと。 
 

外部電源供給ユニットの配置は下記に従うこと： 
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ａ）外部電源供給ユニットの電源入力線の長さが 0.8m を超える場合、外部電源供給ユニットをホ

ストユニットから通常 0.1m 離して卓上に配置すること。 
 
ｂ）外部電源供給ユニットの電源入力線の長さが 0.8m より短い場合、外部電源供給ユニットを入

力電源コードが大地面上で垂直方向に十分に伸ばしきるような高さに配置すること。 
 
ｃ）電源プラグが外部電源供給ユニットに組み込まれている場合、そのユニットを卓上に配置するこ

と。外部電源供給ユニットと電源（テストサイトのＥＵＴ用電源）の間に延長コードを使用す

ること。延長コードは、外部電源供給ユニットと電源の間で最短の経路になるように接続する

こと。 
 

上記の配置で、ＥＵＴと外部電源供給ユニット間のケーブルは、ＥＵＴの各機器を接続するケーブ

ルと同様に配置すること。 
 
8.3.2 床置型装置の配置 
 
 一般条件は８.３項を適用する。 
 

ＥＵＴは水平基準大地面に通常使用される置き方で、また、15cm 以下の絶縁材で基準大地面の金

属面との接触を分離して配置すること。 
 

ケーブルは水平基準大地面から絶縁すること（ 15cm 以内で）。装置の接地が指定されている場

合、水平大地面にボンディングすること。 
 

ユニット間のケーブル（ＥＵＴを構成するユニット間、ＥＵＴと関連装置間）は、水平基準金属面

から絶縁された状態で水平基準金属面に垂れ下げること。ケーブルの余長を中心付近で 0.4m 以内

に束ねるか、または蛇行させて配置すること。 
 

ユニット間のケーブルが水平基準面に垂れ下げる程の十分な長さではないが水平基準面に 0.4m 
より近づく場合、ケーブルの余長を中心付近で 0.4m 以内に束ねること。束ねたケーブルは、水平

基準大地面上 0.4m、または、水平基準大地面に 0.4m より近づく場合はケーブルコネクタの位置

の高さに配置すること（図８および図１１を参照）。 
 

ケーブルラックを有する装置の場合、ケーブルラックの数は代表的な設置方法とすること。ケーブ

ルラックは非導電性で、装置の最も近い部分と最も近接する垂直ケーブルの間隔を 0.2m に維持す

ること。ケーブルラック構造物が導電性の場合、装置の最も近い部分とケーブルラックの間隔を少な

くとも 0.2m とすること。 
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8.3.3 卓上型装置と床置型装置との組み合わせの配置 
 
8.3.1項および8.3.2項に加えて下記の要求事項を適用すること。 
 

卓上型装置と床置型装置の間を接続するケーブルは、ケーブルの余長を 0.4m 以内に束ねること。

束ねたケーブルは、水平基準大地面上 0.4m、または、水平基準大地面に 0.4m より近づく場合は

ケーブル入力／接続位置の高さに配置すること（図９を参照）。 
 
８.４ ＥＵＴの動作 

 
ＥＵＴの動作条件は、最も高い放射レベルとなるであろうＥＵＴの代表的な使用例に従って製造

者が決定すること。決定された動作モードと、その条件の根拠をテストレポートに記載すること。数

種類のＩＴＥに関する推奨動作モードを付則Ｇに示している。 
 
ＥＵＴについては、設計された定格（定常）動作電圧、および規定の負荷条件（機械的、電気的

またはその両方）で動作させなければならない。可能な場合、通常、実負荷を使用すること。シミュ

レータを使用する場合には、シミュレータは無線周波特性および機能特性が実負荷と同等であること。 
 
 装置を動作させる試験プログラムやその他の手段は、全てのシステムからの妨害波を測定できるよ

うにシステムの各部を動作させるものであること。例えば、コンピュータシステムのテープおよび

ディスク装置は、読み取り／書き込み／消去の一連の動作手順を用意しておき、記憶装置はアドレッ

シングを行い、機械的動作を行う装置は的確な動作を実施させること。画像表示装置は、付則Ｇに

従って動作させること。ＥＵＴが他の装置と機能的に相互に関連するものである場合には、実際のイ

ンタフェース装置の利用が望ましい。 
 
8.4.1 多機能装置の動作 
 

本規格の異なる項目、および／または他規格が同時に適用される多機能装置は、装置内に手を加え

ること無くそれぞれの機能を分離して動作させることができるのであれば、それぞれの機能毎に分離

して試験すること。このように試験された装置は、各機能が関連の項目／規格の要求事項を満たして

いるならば、全ての項目／規格の要求事項に適合していると判断できる。例えば、放送受信機能付の

パーソナルコンピュータは、装置が通常動作で各機能を分離して動作できる場合、放送受信機能を停

止して本答申案に従って試験を実施し、更に、放送受信機能を動作させてＣＩＳＰＲ１３：２００１

に従った試験を実施すること。 
 

各機能を分離動作させて試験を実施することが現実的でない装置の場合、または特定機能を分離し

てしまうとその主要機能を果たすことが出来なくなる場合、もしくは、いつくかの機能の同時動作が

測定時間の節約となる場合、その装置は必要な機能を動作させた状態で関連する項目／規格に関する

規定を満たすならば適合していると判断できる。例えば、放送受信機能付のパーソナルコンピュータ

がコンピュータ機能から放送受信機能を分離して動作できない場合、そのパーソナルコンピュータは
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本答申案およびＣＩＳＰＲ１３：２００１の要求事項に従ってコンピュータ機能と放送受信機能を共

に動作させて試験を実施してもよい。 
 

ある規格において、特定のポートまたは周波数を除くことを許容する場合、多機能装置の関連機能

が異なった規格に対して試験される場合でも、同じく除くことを許容してもよい（例えば、放送受信

機能を含む装置を本答申案に従って試験する際に局発の基本波と高調波の周波数を除く）。同様に、

特別の終端が必要な場合がある、例えば、本答申案に従った測定で、放送受信機のアンテナポートは

そのポートに対する設計インピーダンスに等しい無誘導抵抗で終端する必要がある。 
 
注）局発から発生する妨害は、同調受信周波数／チャンネルを変化することで他妨害源と区別することができる。 

 
上記の処置方法にかかわらず、 

 
－ ＣＩＳＰＲ１３：２００１による電源ポートの妨害電圧測定は、ＥＵＴが本答申案の関連する許

容値に適合しているならば除外してもよい。 
 
－ ＣＩＳＰＲ１３：２００１による妨害電力測定は、ＥＵＴが本答申案の放射妨害波の電界強度許

容値に適合しているならば除外してもよい。 
 
－ ＣＩＳＰＲ１３：２００１による放射妨害波の電界強度測定は、ＥＵＴからのすべての放射妨害

波が本答申案の関連する許容値に適合しているならば除外してもよい。 
 
 
９．電源ポートおよび通信ポートにおける伝導妨害波の測定法 
 
９.１ 測定用検波器 

測定には、９.２項に記述される準尖頭値検波器および平均値検波器を使用すること。２種類の検

波器を一つの受信機に組み込み、準尖頭値および平均値検波器を交互に使用して測定してもよい。 
 
 注）伝導妨害波の測定はシールド室内で行うことが望ましい。 

 
 試験時間を短縮するために、尖頭値検波器を準尖頭値検波受信機または平均値検波受信機の代わり

に使用してもよい。疑義が生じた場合には、準尖頭値許容値の測定には、準尖頭値検波受信機が優先

され、平均値許容値の測定には、平均値検波受信機が優先される。（付則Ｂ、参照） 
 
９.２ 測定用受信機 
 準尖頭値検波器付き受信機は、「電気通信技術審議会答申：ＣＩＳＰＲ１６－１国内規格」の２項

に従ったものでなければならない。 
平均値検波器付き受信機は、「電気通信技術審議会答申：ＣＩＳＰＲ１６－１国内規格」の４項に

従い、 「電気通信技術審議会答申：ＣＩＳＰＲ１６－１国内規格」の２項の規定に従った６ｄＢの
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帯域幅を持つものでなければならない。 
尖頭値検波器付き受信機は、「電気通信技術審議会答申：ＣＩＳＰＲ１６－１国内規格」の３項に

従い、 「電気通信技術審議会答申：ＣＩＳＰＲ１６－１国内規格」の２項の規定に従った６ｄＢの

帯域幅を持つものでなければならない。 
 
９.３ 擬似電源回路網（ＡＭＮ） 
 伝導妨害波電圧測定点において、電源供給線と大地間の高周波での規定されたインピーダンスを得

るため、および電源供給線側からの外来雑音から供試回路を分離するために擬似電源回路網（ＡＭ

Ｎ）が必要である。 
 
 ＡＭＮには「電気通信技術審議会答申：ＣＩＳＰＲ１６－１国内規格」の１１.３項に規定される

公称インピーダンス（５０Ω／５０μＨまたは５０Ω／５０μH＋５Ω）を持ったネットワークを使

用すること。 
 
 伝導妨害波は、基準大地面とそれぞれの電線(電圧側電線、接地側電線、中性線など)の間で測定す

ること。両方の測定値は、適用する許容値の範囲内であること。 
 
 放送波が伝導性周囲雑音として侵入してくるため、周波数によっては測定が不可能な場合がある。

このような場合、適切な無線周波フィルタをＡＭＮと供給電源の間に挿入するか、電磁シールド室で

測定を行うこと。無線周波フィルタを構成する部品は測定システムの基準接地点に直接接続した金属

ケースに収納しておくこと。追加の無線周波フィルタを接続した場合でも、測定周波数におけるＡＭ

Ｎのインピーダンス要求条件を満足すること。 
 
９.４ 基準大地面 

垂直または水平の基準大地面はＥＵＴの境界から少なくとも 0.5m 外側に広げておき、その最小

寸法を 2m×2m とすること。 
 
ＡＭＮおよび擬似通信回路網（ＩＳＮ）の基準接地点は、できる限り短い導線を用いて基準大地面

に接続しておくこと。 
 
９.５ ＥＵＴの試験配置 
9.5.1 概要 
 測定する装置の電源コードは擬似電源回路網（ＡＭＮ）に接続すること。ＥＵＴがシステムの場合、

即ち１台以上のホスト装置を持つＩＴＥの集合体であって、ＩＴＥが各々電源コードを持つ場合、Ａ

ＭＮの接続先は次の規定によって決定される。 
 
a) 標準設計の電源プラグ（例えばＪＩＳＣ８３０３）で端末処理してある各電源コードは、個別に

試験すること。 
 
b) 製造業者によってホスト装置を経由して接続するように規定されていない電源コードまたは端子
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は、個別に試験すること。 
 
c) 製造業者によってホスト装置または他の電力供給装置を経由して接続するように規定されている

電源コードまたは現場配線端子は、当該ホスト装置または他の電力供給装置に接続すること。さら

に、当該ホスト装置または他の電力供給装置の電源コードもしくは電源ポートをＡＭＮへ接続し、

試験すること。 
  
d) 特別な接続が規定されている場合、製造業者は、接続を効果的にするために必要な治具を、この

試験のために用意すること。 
 

ＡＭＮは、供試装置の境界から 0.8ｍ になるように離しておき、基準大地面の上に配置されたＡ

ＭＮに対する基準大地面にボンディングすること。この距離はＡＭＮとＥＵＴとのもっとも近接した

間隔である。他のＥＵＴや関連装置はＡＭＮから少なくとも、0.8m 以上離しておくこと。 
 

代替法として、ＡＭＮを基準大地面の下に配置して、電源コードをＡＭＮに直接接続するか、また

は基準大地面の上に搭載したテーブルタップに接続してもよい。基準大地面の下に配置したＡＭＮに

電源コードを接続する場合は、ＡＭＮの上に位置する基準大地面とＥＵＴとのもっとも近い間隔が

0.8m になるように離しておくこと。ＡＭＮに接続したテーブルタップを使用するときは、ＡＭＮに

対するインピーダンス要求はテーブルタップを接続した状態で適合すること。また、ＥＵＴの電源

コードをテーブルタップに接続した点とＥＵＴとのもっとも近い間隔が 0.8m になるように離して

おくこと。 
 
 電源コードが製造業者によって用意されている場合、この電源コードは 1m の長さとするか、ま

たは 1m を超える長さのときは、できる限り余分な電源コードを、0.4m を超えない長さで前後に

折って束ねること。電源コードが製造業者によって規定されていない場合または用意されていない場

合は、1m のケーブルをＥＵＴとＡＭＮの間に接続すること。 
 

供試装置の中の他の装置の電源コードはすべて第二のＡＭＮに接続すること。測定する装置のＡＭ

Ｎを基準大地面に対して接続するのと同じ方法で、第二のＡＭＮも基準大地面にボンディングする。

ＡＭＮの定格を超えないかぎり、複数のコンセントを持つテーブルタップを使用して、複数の電源

コードを１台のＡＭＮに接続してもよい。またはＡＭＮを追加して使用してもよいが、この場合、い

ずれのＡＭＮといずれのユニットとのもっとも近い間隔はどこでも 0.8m 以上であること。 
 

電源ポートの伝導妨害波を測定するとき、通信ポートや信号ポートは適切な関連装置または代表的

な終端器を使用して正しく終端すること。電源ポートの伝導妨害波を測定するとき、ＩＳＮを通信

ポートに接続する場合には、ＩＳＮの受信機との接続ポートは５０Ωで終端し、そのＬＣＬはその

ポートが接続される通信網の代表的な値であること。(例えばカテゴリ５) 
 

ＩＳＮを使用して通信ポートを測定するときは、ＩＳＮはＥＵＴから 0.8m 離して基準大地面

にボンディングすること。ＥＵＴの他の装置も、ＩＳＮから少なくとも 0.8m 以上離しておくこ
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と。 
 

安全のために接地接続が要求されている場合、接地はＡＭＮの基準接地点で接続すること。接地線

が製造業者によって規定されていない場合または用意されていない場合は、接地線は 1m の長さで、

0.1m 以下の間隔で電源供給線と平行に配線すること。 
 

他の接地接続（例えばＥＭＣを目的とする）が、安全接地接続用と同じ端子に接続するように製造

業者によって規定されまたは供給されている場合は、それらを同様にＡＭＮの基準接地点に接続する

こと。 
 
9.5.2 卓上型装置の配置 

8.3.1、および9.5.1の一般条件を適用する。 
 

二種類の試験配置がある。 
 
 (1) 試験配置１：垂直基準大地面を使用して試験する。 

ＥＵＴは水平基準大地面から 0.8m の高さの非導電性テーブル上に設置すること。ＥＵＴの裏面

は垂直基準大地面から 0.4m 離して設置すること。垂直基準大地面は水平基準大地面にボンディン

グすること。したがって、使用するＡＭＮやＩＳＮは垂直基準大地面または基準大地面とみなされる

他の金属面のいずれか一方にボンディングしてよい。配置例を図５(試験配置１a)、図６(試験配置１

b)に示す。 
 
 (2) 試験配置２：水平基準大地面を使用して試験する。（例えばオープンテストサイト（ＯＡＴ

Ｓ）やシールド室）  
ＥＵＴは水平基準大地面から高さ 0.4m の非導電性テーブル上に設置すること。配置例を図７に

示す。 
 

いずれの場合も、ＥＵＴは、当該ＥＵＴや関連装置の一部ではない他の金属面や大地面から少なく

とも0.8m離しておくこと。 
 

どちらの試験方法を測定に使用したかを、テストレポートに記載すること。 
 

さらに、 
・ＡＭＮをＥＵＴから 0.8m 離しておくことという基準に合わせるため、卓上型装置の試験中、Ａ

ＭＮをテーブルの横に配置しなければならないことがある。 
 
・信号ケーブルは、できるだけ、全長にわたって基準大地面から 0.4m 離して配置すること。 

(必要なら非導電性の支持台を使用して) 
 

さらに、試験配置２に対して 
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・インタフェースケーブルをテーブルの裏側に垂らす場合、超過する部分は中心部で束にして 0.4m
以下に折り込んで、その束がテーブル上にくるようにすること。 

 
配置例を図４～図７に示す。 

 
9.5.3 床置型装置の配置 

8.3.2および、9.5.1の一般条件を適用する。 
 

配置例を図８と図１２に示す。 
 
9.5.4 卓上型装置と床置型装置の組み合わせの配置 

卓上型装置の試験配置は9.5.2によること。 
 
床置型装置の試験配置は9.5.3によること。 
 
配置例を図９に示す。 

 
９.６ 通信ポートにおける伝導妨害波の測定法 

この試験の目的は、ＥＵＴの通信ポートから放射されるコモンモード妨害波を測定することである。

希望信号がコモンモード妨害波の一因となる場合もある。希望信号から生成されるコモンモード妨害

波は、付則Ｅに述べられている要因を適切に考慮することにより、（通信の）インタフェース技術の

設計段階で制御することができる。 
 
9.6.１ 適合確認方法 
 測定は、通信ポートにおいて、対地不平衡減衰量（ＬＣＬ）が9.6.2項で定められたＩＳＮを用い

て実施すること。 
 

製造業者は、ユーザに提供する装置説明書に定めたケーブル分類に従ったＩＳＮを用いて試験した

際に、装置が表３および表４の許容値を超えないことを示さなければならない。 
 
 議論が生じた場合、適切なＩＳＮを使用する9.6.2項の適合確認方法を優先する。 
 
 注) 平衡対ケーブルのカテゴリは、低速から高速までの通信システムにどのような平衡対ケーブルを 

適用すればよいのかを明確にするため、各種の平衡対ケーブルが有する電気的特性に基づいて 

ケーブルを分類したものである。 

   一般的に使用されている通信ケーブルのカテゴリを表９に示す。 
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表９ 平衡対ケーブルのカテゴリ 
  区 分             内     容 
カテゴリ１ 
および２ 

・音声や低速のデータ伝送に使用される。 
・一般にＬＡＮでは使用されない。 
  例) 通常の電話線など。 

カテゴリ３ ・ケーブル特性：１６ ＭＨｚまでの信号伝送。 
・１０ Ｍｂｐｓまでのデータ伝送に使用される。 
  例) IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.5トークンリングの 
    4MbpsのUTP*)版、25 MbpsのATM-LAN/100VG-Any LAN。 
       *)UTP: Unshielded twist-pair cable 

カテゴリ４ ・ケーブル特性：２０ ＭＨｚまでの信号伝送。 
・１６ Ｍｂｐｓまでのデータ伝送に使用される。 
  例) IEEE 802.5トークンリングの16 MbpsのUTP版 

カテゴリ５ ・ケーブル特性：１００ ＭＨｚまでの信号伝送。 
・１００ Ｍｂｐｓまでのデータ伝送に使用される。 
  例) CDDI*) 、100BASE-TX、156 MbpsのATM-LAN、1000BASE-T 
     *)CCDI: Copper Distributed Data Interface 

カテゴリ６ ・ケーブル特性：２５０ ＭＨｚまでの信号伝送。 
・１ Ｇｂｐｓまでのデータ伝送に使用される。 
  例) 1000BASE-TX、1.2 GbpsのATM-LAN 

  参照）ＪＩＳＸ５１５０：２００４ 
 
 
9.6.2 擬似通信回路網（ＩＳＮ） 
 電源ポートの伝導妨害波電圧を９.３項に従って測定する際には、測定に使用するＡＭＮを経由し

て電源電圧をＥＵＴに供給すること。 
 

シールドのない平衡２対線のコモンモード（非対称モード）電流または電圧の妨害波の評価は、通

信ポートにケーブルを介してＩＳＮを接続した状態で実施すること。このＩＳＮは、妨害波測定中に

通信ポート側から見たコモンモード終端インピーダンスを定めるものであること。ＩＳＮは、ＥＵＴ

とＥＵＴの動作に必要な補助装置／関連装置（ＡＥ）または負荷との間の信号ケーブルに挿入し、Ｅ

ＵＴの通常の動作に影響を与えないこと。 
 
 ＩＳＮの構造は試験対象の通信ポートの構成に依存するため、汎用的に使用可能なＩＳＮを規定す

ることはこれまでのところ不可能である。不平衡ケーブルに適したＩＳＮが明確になるまでの間、こ

のようなケーブルにはＩＳＮの代わりにＡＥや擬似装置を接続することを許容する。（測定に使用し

た）実際の負荷ならびにコモンモードインピーダンスを測定した結果を試験報告書に記載すること。

どのような場合でも、ＥＵＴは表３および表４の許容値に適合していること。 
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 電流プローブを使用する場合、当該ケーブルを接続部分から取り外すことなく、測定するケーブル

にそれを装着できること。電流プローブには共振のない均一な周波数特性を有し、一次巻線を流れる

動作電流によって飽和することなく機能するものでなければならない。 
 

電流プローブを使用する場合、ＩＳＮから 0.1m 以内で離してケーブルに装着すること。電流プ

ローブの挿入インピーダンスは１Ω以下でなければならない（「電気通信技術審議会答申：ＣＩＳＰ

Ｒ１６－１国内規格」の１２.１項参照）。 
 

ＩＳＮは以下のような特性をもつこと。ＩＳＮは、ＥＵＴやＡＥを接続するために必要なあらゆる

アダプタを含めて較正する。 
 
a) 周波数範囲 ０.１５～３０ＭＨｚのコモンモード終端インピーダンスは１５０Ω±２０Ω、位相

角は０゜±２０゜であること。 
 
b) ＩＳＮは供試通信ポートに接続されたＡＥまたは負荷からの妨害波を分離できること。ＩＳＮに

おける、ＡＥから発生するコモンモード妨害波電流または電圧の減衰は、測定用受信機の入力にお

いて、これらの妨害波の測定レベルが、少なくとも許容値より１０ｄＢ以上低いものであること。 
 

ＡＥから発生するコモンモード妨害波電流または電圧の望ましい分離度は、 
・１５０ｋＨｚ～１.５ＭＨｚの範囲では３５～５５ｄＢ以上(周波数の対数に対して直線的に増加) 
・１.５ＭＨｚ～３０ＭＨｚの範囲では、５５ｄＢ以上 
 
 注) 分離度とは、結果的にＩＳＮの供試ポートに現れるＡＥから発生するコモンモード妨害波の減結合の度合で 

ある。 

 
c)1) カテゴリ６(またはこれ以上)のシールドのない平衡対線ケーブルに接続するポートでの測定に使

用するＩＳＮ 
 

不平衡減衰量（ＬＣＬ）の周波数ｆ(ＭＨｚ)に対する変動は下記の方程式によって規定すること。 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−=

2

5
1log1075)( 10

fdBLCL   dB 

 
150KHzから2MHzの範囲では、±3dB  
2MHz から 30MHzの範囲では、－3dB/＋6dB 

 
c)2) カテゴリ５(またはこれ以上)のシールドのない平衡対線ケーブルに接続するポートでの測定に使

用するＩＳＮ 
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不平衡減衰量（ＬＣＬ）の周波数f (MHz)に対する変動は下記の方程式によって規定すること。 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−=

2

5
1log1065)( 10

fdBLCL   dB 

 
150kHzから2MHzの範囲では、±3 dB  
2 MHz から 30 MHzの範囲では、－3dB/＋4.5 dB 

 
 
c)3) カテゴリ３(またはこれ以上)のシールドのない平衡対線ケーブルに接続するポートでの測定に使

用するＩＳＮ 
 

不平衡減衰量（ＬＣＬ）の周波数ｆ(ＭＨｚ)に対する変動は下記の方程式によって規定すること。 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−=

2

5
1log1055)( 10

fdBLCL   dB 

 
150kHzから30MHzの範囲で、±3 dB  

 
c)4) 平衡度の悪いケーブルに接続するポートでの測定に使用するＩＳＮ 
 カテゴリ１およびカテゴリ２のケーブル接続を意図した通信ポートの場合は、カテゴリ３のＩＳＮ

を使用すること。議論が生じた場合、付則C.1.3の適合確認方法を優先する。 
 

注1) 上記の不平衡減衰量（ＬＣＬ）と周波数ｆ(ＭＨｚ)に対する仕様は、代表的な環境に設置される典型的な

シールドのない平衡ケーブルのＬＣＬの近似値である。カテゴリ３ケーブル(9.6.2 c)3)項)は代表的な通信アク

セス網のＬＣＬの代表値とみなされる。これらは継続して検討中であり、将来の修正がありうる。 

 
注2) 関連する不確かさについては検討中であり、その作業後にＣＩＳＰＲ１６－３ 3）の参照が追加されること

になる。 

 
d) ＩＳＮの存在によって発生する、希望信号周波数帯域における減衰ひずみや信号品質の劣化は、

ＥＵＴの正常な動作に大きな影響を与えないこと。 
 
e) 電圧変換係数は下記のように定義する。 

定義：電圧測定点に与えられるＩＳＮの電圧変換係数は 
 

電圧変換係数= 
Vmp
Vcm

10log20  dB 
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ここで、Vcmは、ＩＳＮによりＥＵＴに提供されるコモンモードインピーダンスに現れるコモン

モード電圧であり、Vmpは､電圧測定点で直接測定される受信電圧である。 
 

電圧変換係数は、電圧測定ポートで直接測定された受信機電圧に加算されるものであり、その結果

を表３または表４の許容値と比較する。電圧変換係数の精度は±１ｄＢであること。 
 
_____________________ 
3）CISPR 16-3 無線妨害とイミュニティの測定装置および方法の仕様、 第3部CISPR技術報告書 

 
 
9.6.3 通信ポートでの測定 

ＥＵＴは、図４～図９に示す卓上型装置、床置型装置、および卓上型と床置型の組み合せの配置に

従って配置すること。 
 
 ＬＡＮとして使用する頻度が高い場合に信頼性のある伝導妨害波測定を行うため、 ＬＡＮとして

使用する場合にのみ10%を超えるＬＡＮ利用条件を、最低 250ms 維持することが必要である。試験

トラフィックの内容は、実際のデータ伝送（例、ランダム：圧縮または暗号化したファイル、周期

的：圧縮していない画像ファイル、メモリーダンプ、スクリーン更新、ディスクイメージ）を模擬す

るため、周期的メッセージと擬似ランダムメッセージの両者を含む必要がある。もしＬＡＮがアイド

ル時間中も送信を続けている場合には、その時間についても測定を行うこと（Ｅ.３項、[7]参照）。 
 
9.6.3.1 シールドのない平衡対線の接続を意図する平衡通信ポートの電圧測定 
 妨害波電圧の測定を行う場合、測定用受信機への接続に適した電圧測定ポートを備え、通信ポート

のコモンモード終端インピーダンスの要求条件を満たすＩＳＮを使用すること。 
 
 シールドのない平衡１対線の妨害波電圧を測定する場合は、適切な２線用のＩＳＮを使用すること。

シールドのない平衡２対線を測定する場合は、適切な４線用のＩＳＮを使用すること。平衡４対を収

納するシールドのないケーブルを測定する場合は、適切な８線用のＩＳＮを使用すること。（付則Ｄ

を参照） 
 
 C.1.1項の測定方法を用いること。 
 
 ５対以上の平衡線を収納するケーブルについては、9.6.3.5項を参照。 
 
9.6.3.2 シールドのない平衡対線の接続を意図する平衡通信ポートの電流測定 
  

シールドのない平衡1対線または平衡2対線、または平衡４対線の妨害波電流測定を行う場合、

ケーブルは妨害波電圧測定と同様に終端すること。 
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 C.1.1項の測定方法を用いること。 
 
 ５対以上の平衡線を収納するケーブルについては、9.6.3.5項を参照。 
 
9.6.3.3 シールドケーブルまたは同軸ケーブルの接続を意図する通信ポートの電圧測定 
 
 C.1.1項またはC.1.2項の測定方法を用いること。 
 
9.6.3.4 シールドケーブルまたは同軸ケーブルの接続を意図する通信ポートの電流測定 
  

C.1.1項またはC.1.2項の測定方法を用いること。 
 
9.6.3.5 ５対以上の平衡対線または不平衡線の接続を意図する通信ポートの測定 
 C.1.3項の測定方法を用いること。各周波数において、C.1.3項の方法を使用して、要求条件に適合

すること。（C.1.4項は適用しない） 
 
９.７ 測定の記録 
 測定された妨害波について、供試装置の通信ポートおよび電源ポートの各々について、許容値に対

して最大妨害波を発生する異なった周波数を少なくとも６点を記録すること。許容値より２０ｄＢ以

上低いレベルの測定値は、記録する必要はない。電源ポートにおいては、測定された妨害波の記録に

被測定導体を記述すること。 
 

さらに、試験報告書には妨害波測定に使用した測定器とその関連する接続部を含めた測定の不確か

さを含めること。１１項を参照。 
 
１０．放射妨害波の測定法 
 
１０.１ 測定用検波器  

 
周波数範囲３０ＭＨｚ～１０００ＭＨｚでは、測定は準尖頭値測定用受信機で行うこと。 

 
 試験時間を短縮するために、準尖頭値測定用受信機の代わりに尖頭値測定用受信機を使用してもよ

い。疑義が生じた場合には、準尖頭値検波受信機が優先される。 
 
１０.２ １ＧＨｚ以下の測定用受信機 
 準尖頭値測定用受信機はＣＩＳＰＲ１６－１－１の４項の要求条件に従うこと。尖頭値測定用受信

機は、ＣＩＳＰＲ１６－１－１の５項に従い ＣＩＳＰＲ１６－１－１の４項の規定に従った６ｄＢ

の帯域幅を持つものでなければならない。 
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１０.３ １ＧＨｚ以下のアンテナ 
 アンテナは平衡型ダイポールであること。周波数が８０ＭＨｚ以上の場合、アンテナは共振長とし、

８０ＭＨｚ未満の場合は、アンテナは８０ＭＨｚ共振長と同じ長さとする。詳細については、ＣＩＳ

ＰＲ１６－１－４、４項を参照のこと。 
 
 注）測定結果が許容できる精度で平衡型ダイポールアンテナと相関がとれる場合には、他のアンテナを利用しても

よい。 

 
10.3.1 アンテナと供試装置（ＥＵＴ）の距離 
 放射妨害波の測定は、ＥＵＴの外周線からの水平距離が６項の規定に等しくなるようにアンテナを

配置して行うこと。ＥＵＴの外周線とは、ＥＵＴを取り囲んだ仮想の直線で囲まれた単純な幾何学図

形で定義される。全てのＩＴＥシステム内のケーブル及び接続されているＩＴＥは、この仮想直線内

に含まれること。（図２参照） 
 
 注）高い周囲雑音、又は他の理由で、１０ｍでの電界強度測定ができない場合は、より近い距離、例えば３ｍで、

ＩＴＥのＥＵＴの測定を行なってもよい。適合性の検討のために、測定されたデータを規定された距離に変換

する場合、距離の１０倍当たり２０ｄＢの反比例係数を用いること。３０ＭＨｚに近い周波数では、近傍電界

の影響のため、大きなＥＵＴを３ｍで測定する場合は注意すること。 

 
10.3.2 アンテナと大地面の距離 
 アンテナは、大地面より１ｍから４ｍの高さの間で、各試験周波数で最大の値が得られるように調

整すること。 
 
10.3.3 アンテナと供試装置(ＥＵＴ)の相対方向 
 最大の電界強度指示値を見つけるために、測定の間、ＥＵＴに対するアンテナの相対方向を変化さ

せること。測定の目的のためにＥＵＴを回転させてもよい。これが実施できない場合、ＥＵＴを固定

し、ＥＵＴの周囲にアンテナを移動して測定を行う。 
 
10.3.4 アンテナの偏波面 
 最大の電界強度指示値を見つけるために、測定の間、ＥＵＴに対するアンテナ偏波面を水平及び垂

直に変えること。 
 
１０.４ １ＧＨｚ以下の放射妨害波測定用の測定サイト 
 
10.4.1 共通 
 テストサイトは、周波数範囲３０ＭＨｚ～１０００ＭＨｚにおいて、水平および垂直偏波の電界強

度のサイトアッテネーション測定を実施することにより、その有効性を確認しておくこと。 
 
 送受信アンテナ間の距離は、ＥＵＴの放射妨害波測定に使用する距離と同じものであること。 
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10.4.2 サイトアッテネーション測定 
 水平及び垂直サイトアッテネーションの測定結果が理想サイト（「電気通信技術審議会答申：ＣＩ

ＳＰＲ１６－１国内規格」、参照）の理論的サイトアッテネーション値の±４ｄＢ以内である場合に

は、その測定サイトを適切なサイトとする。 
 
10.4.3 オープンテストサイト 
 オープンテストサイトは、 平坦であり、架空電線及び近接した反射物がなく、規定の距離におい

てアンテナの設置ができるように十分に広く、アンテナ及びＥＵＴと反射物との間隔が十分に広いこ

と。反射物とは、その構成物質が導電性を持つものと定義される。テストサイトは、10.4.4項に定め

る水平金属大地面を備えること。図１及び図２に、これら二つのテストサイトの概要を示す。 
 

テストサイトは、「電気通信技術審議会答申：ＣＩＳＰＲ１６－１国内規格」のオープンテスト

サイトのサイトアッテネーション要求条件を満足するものであること。 
 
10.4.4 導電性大地面 

導電性大地面は、ＥＵＴの外周線及び一番大きい測定アンテナから少なくとも１ｍは外側に広がっ

ており、ＥＵＴとアンテナ間の全面積を覆っているものであること。この大地面は、一番高い測定周

波数の波長の１／１０以上の大きい寸法を有する穴、又はすきまがないこと。もし測定用テストサイ

トのサイトアッテネーション要求条件を満足しないのであれば、更に大きい導電性大地面を必要とす

ることもある。 
 
10.4.5 代替テストサイト 

10.4.3項(オープンテストサイト) に述べる物理的特性をもたない他の他のテストサイトにおいて試

験を実施してもよい。このような場合には、そのような代替サイトでの測定によって正当な結果が得

られることを明らかにしておくこと。付則Ａの規定によるサイトアッテネーション測定値が10.4.2項
のサイトアッテネーション条件と10.4.4項の導電性大地面の条件を満足する場合、その代替サイトは、

妨害波の試験を実施するために適していると言える。 
 
 代替サイトの一つの例は、電波吸収体を貼付した電磁シールド室である。 
 
 注）対応する測定法がＣＩＳＰＲ１６－１に規定された場合、付則Ａは置き換えられる。 

 
１０.５ １ＧＨｚ以下の供試装置の試験配置 
 
10.5.1 共通 
 電源ケーブルは基準大地面に垂らさなければならない。そして、電源コンセントに接続すること。 
 

電源コンセントは基準大地面に、その基準面から飛び出さないように取り付けなければならない。

ＡＭＮを使用する場合は基準大地面より下に設置すること。 
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10.5.2 卓上型装置の配置 
 8.3.1項と10.5.1項の共通条件を適用すること。 
 

水平基準大地面（10.4.4項参照）より高さ 0.8m の非導電性テーブル上にＥＵＴを置くこと。 
 
配置例を図１０に示す。 
 

10.5.3 床置型装置の配置 
8.3.2項と10.5.1項の共通条件を適用すること。 

 
試験配置例を図１１と図１２に示す。 
 

10.5.4 卓上型装置と床置型装置が組み合わされた装置の配置 
 
ＥＵＴの卓上部分の配置は、10.5.2項に従うこと。ＥＵＴの床置部分の配置は、10.5.3項に従うこ

と。 
 
試験配置例を図１３に示す。 
 

１０.６ １ＧＨｚ以上の放射妨害波の測定法 
測定機器はＣＩＳＰＲ１６－１－１の８.２項の仕様に従う。 
測定用アンテナはＣＩＳＰＲ１６－１－４の４.６項の仕様に従う。 
測定用サイトはＣＩＳＰＲ１６－１－４の８項の記載内容に従う。 
測定方法はＣＩＳＰＲ１６－２－３の７.３項の規定に従う。 

 
高電圧放電現象である、アークやスパークで発生する妨害波には尖頭値許容値を適用してはならな

い。このような妨害は、インダクタンス内の電流を制御するスイッチ、または静電気を発生するサブ

システム(例えば紙を扱う装置)をＩＴＥが持っているか、あるいは制御する場合に発生する。アーク

やスパークによる妨害波には、平均値許容値を適用し、ＩＴＥから発生するその他の妨害波には尖頭

値許容値と平均値許容値の両方を適用する。 
 
１０.７ 放射妨害波測定値の記録 
 測定された妨害波について、許容値に対して最大妨害波を発生する異なった周波数を少なくとも６

点を記録すること。許容値より２０ｄＢ以上低いレベルの測定値を記録する必要はない。測定された

妨害波の記録にはアンテナの偏波面を記述すること。 
 

さらに、試験報告書には妨害波測定に使用した測定器とその関連する接続部を含めた測定の不確か

さを含めること。１１項を参照。 
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１０.８ 高レベルの周囲雑音の存在下での測定 
 一般的に、周囲雑音は許容値を超えてはならない。しかし、周波数によっては、放送波、人工のお

よび自然の放射源から発生する周囲雑音によって、測定点でのＥＵＴからの放射妨害波の測定が不可

能な場合がある。 
 
 規定の測定距離での周囲雑音が高い場合（第８項参照）、ＥＵＴの適合性検証のために以下の方法

を用いることができる。 
 
  a) 短い距離d2 で測定を行い、次の関係式を用いて規定の距離d1での換算された測定値Ｍ1を決

定する。 

                            ( )1221 ddMM =   
 
    ただし、Ｍ2は短い距離d2 での測定値（μＶ／ｍ）とする。 
 
        規定の距離d1における換算された測定値Ｍ1を用い、第８項に規定される適合試験条件およ

び環境条件を満たすかを調べること。 
 
  b) 第８項に規定する周囲雑音レベルを超える（周囲雑音の測定レベルが、許容値より６ｄＢ低

い値を超える）周波数帯域においては、近接する妨害波レベルから補間法を用いることで

ＥＵＴの妨害波レベルを得ることができる。補間法による値は、周囲雑音に近接する妨害

波が連続性を示すと見なした曲線上にあるとしている。 
 

c) もう一つの可能な方法として、無線送信機からの信号が存在する状態での放射妨害波の測定

では、次の規定を用いてもよい（ＣＩＳＰＲ１１の付則Ｃ、参照）。 
 

準尖頭値測定用受信機の指示値の変化が、測定時に±０.５ｄＢを超えないような安定した

動作周波数を持ったＥＵＴにおいては、以下の式を用いて十分な精度で放射妨害波の電界強

度を計算することができる。 
 

1.11.11.1
Stg EEE −=  

   
ここで、 

      Ｅgは、計算されたＥＵＴからの放射妨害波の電界強度（μＶ／ｍ） 
Ｅtは、測定された放射妨害波の電界強度（μＶ／ｍ） 

    （周囲無線送信信号との合成電界強度） 
Ｅsは、周囲無線送信信号の電界強度（μＶ／ｍ） 

 
周囲無線送信信号が、測定しようとする放射妨害波の振幅の２倍までの全振幅を有するＡ

Ｍ、ＦＭ音声送信機またはＴＶ送信機からの信号である場合は、この式が有効であることが

明らかになっている。 



 

 33

 
放射妨害波の周波数、振幅レベルが安定していないＥＵＴの場合や移動無線機等、振幅レ

ベルが変動する無線送信機からの信号を避けることができない場合には、この式の利用は制

限を受ける。このような場合の放射妨害波測定にあたっては、掃引受信機またはスペクトラ

ムアナライザを使用すべきであり、上記の式の利用は適切ではない。 
 
１０.９ ユーザ設置場所でのテスト 
 場合によっては、ユーザ設置場所でクラスＡ ＩＴＥの測定が必要である。この場合、ユーザの敷

地の境界で測定を行うのが好ましい。もし、ＥＵＴから敷地の境界までの距離が１０ｍ未満の場合、

測定はＥＵＴから１０ｍの距離で行うこと。 
 
 この適合性の検証法は、設置場所の特性が測定に影響を与えるので、設置場所固有なものとなる。

すでにタイプ試験で適合しているＩＴＥをシステムに追加しても、この設置場所の適合状態の評価は

無効とはならない。 
 
 この測定法は物理的に大きなＩＴＥ（例えば、通信センタ装置）の適合評価に使用できないことが

ある。このような装置の測定法及び許容値は検討中である。 
 
 
１１．測定の不確かさ 

ＩＴＥからの放射妨害波測定結果は、ＣＩＳＰＲ１６－４－２の測定装置の不確かさに対する事項

を参照しなければならない。 
 

この規格の許容値に適合していることの決定は、適合性評価測定結果に基づいて行われること。測

定装置の不確かさは考慮しないこと。しかしながら、測定装置および測定系に関連する様々な不確か

さを計算し、測定結果と不確かさの計算結果の両方を試験報告書に記載すること。 
 

注）設置場所試験においては、測定場所に係わる不確かさの要因は不確かさの計算から除く。 

 

 
 

表１０ 図中に用いた頭字語 
ＡＥ 関連装置 

ＡＭＮ 擬似電源回路網 
ＥＵＴ 供試装置 
ＩＳＮ 擬似通信回路網 
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注） テストサイトの特性については１０.４項を、測定距離Ｒの値については第６項も参照のこと。 

 
図１ テストサイト 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
この図に従った外周エリアによって大地面上に定義され，ＥＵＴまたはアンテナのいずれか高い方

から３ｍ以上の高さにある水平面によって定義される空間の内部に，反射物があってはならない。 
 
注）標準テストサイト（測定距離１０ｍ）に代わるテストサイトの適用については、10.4.3項を参照。 

また，供試装置（ＥＵＴ）の仮想の外周線については，10.3.1項を参照のこと 

 

図２ 代替テストサイトの最小寸法 
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垂直規準大地面（伝導のみ－試験配置１）

モニター

非導電性テーブル 

0,1 m

0,4 m

周辺機器
1 

注： 

1. 伝導妨害波測定では、電源はAMN を通して供給される。 

2. 一部のケーブルは、簡単化のため省略されている。 

0,1 m

0,1 m 

周辺機器
4 

周辺機器
3 

周辺機器
2 

周辺機器
5 

キーボード 
（テーブルの縁に揃える）

マウス（キーボードの後ろに揃える）

周辺機器

拡張テーブル 
必要に応じ 

追加の 
周辺機器用 

 

図４–卓上型装置の試験配置例  
(伝導および放射妨害波測定) (平面図) 
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AE 

非導電性テーブル 0,1 m
EUT の後ろは、テーブル

の縁と揃える 

水平大地面に 
ボンディング 

ISN 

AMN 

0,4 m

0,1 m 

高さ
 0,8 m

水平大地面に 
ボンディング 

垂直基準大地面 

終端 

0,8 m 

電流プローブ 

AMN 

垂直基準大地面から 0,4 m 

 

図５–卓上型装置の試験配置例   
(伝導妨害波測定 – 試験配置１a) 

 

 

垂直基準大地面 

0,1 m 

AE

ISN 

0,1 m

垂直基準大地面に

ボンディング 

非導電性テーブル 

AMN

垂直基準大地面に 
ボンディング 

EUT の後ろは、テーブル

の縁と揃える 
 

高さ 
 0,8 m 

0,8 m 

垂直基準大地面から
0,4 m 

0,4 m   終端

電流プローブ 

AMN 

 

図６–卓上型装置の試験配置例    
(伝導妨害波測定  – 試験配置１b) 
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非導電性支持材料

電流プローブ 

       高さ 0,4 m 終端 

 0,8 m 

非導電性
テーブル

ISN

AE 

AMN 

AMN

0,1 m 

AMN 

0,1 m

水平基準大地面に 
ボンディング 

AE
 

 

図７–卓上型装置 の試験配置例  
(伝導妨害波測定 – 試験配置２) 
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水平基準大地面にボンディング

0,8m

0,1 m

代表的な間隔

0,4m

絶縁 

AMN 

電流プローブ 

終端 

AMN 
AE

コネクタ高さ 

ISN

 

図８–床置型装置の試験配置例   
(伝導妨害波測定) 
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終端

0,8 m 

EUT の後ろは、 
テーブルの縁と揃える 

水平大地面に 
ボンディング 

垂直基準大地面 

EUT 
水平大地面に接続 

AMN 

0,1 m 電流 

プローブ 

絶縁 
コネクタ 

高さ

垂直基準大地面から 0,4 m 

0,4 m 

非導電性テーブル

代表的な 

間隔

0,8 m 

AE 

垂直基準大地面から 
0,8m 以上  

AMN

 

図９–卓上型装置と床置型装置との組み合わせの試験配置例   
(伝導妨害波測定) 
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0,4 m 

終端 

0,1 m 

0,8 m 

非導電性テーブル 

 

 

図１０–卓上型装置の試験配置例   
(放射妨害波測定) 
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代表的な間隔

  0,4 m

終端  絶縁 

コネクタ 

高さ 電源ケーブル 

 

図１１–床置型装置の試験配置例   
(放射妨害波測定) 
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図１２–床置型装置（架上配線）の試験配置例   
(伝導および放射妨害波測定)  

 

ケーブル

ラック 

EUT EUT

AMN AMN 

0,8 m 0,8 m

ISN 

0,8 m 
0,8 m

ISN
0,1 m 0,1 m 

電流プローブ (伝導妨

害波測定のみ) 

絶縁

平面図 

 

0,2 m  

代表的  
高さ  

ケーブルラック

基準大地面   
(タ ー ン テ ー ブ ル 表 面 と 床 設 備 )

ター ンテー ブル

AM N

電源  
コード  

遠隔周辺装置や補助装置への I/O 信号ケーブル  。  
要求されている場合、適切なインピーダンスで終端することができる。  

0,2 m  

電源  
コード  

I S N AM N I S N  

ISN と AMN は基準大地面に接続すること。

放射測定時これらは、取り除くかまたは基準
大地面の下に配置すること。 

 (10.5.1 項参照). 

絶縁絶縁  

側面図 
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代表的間隔 

0,4 m 

絶縁 

0,8 m 

コネクタ高さ 

 

図１３–試験配置例  卓上型装置と床置型装置との組み合わせ  
(放射妨害波測定) 
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付則Ａ（規定） 
 

代替テストサイトの正規化サイトアッテネーション測定法 
 
 代替テストサイトにおいては、その設備の天井や壁を構成する構造材または電波吸収材からの反射

波の影響を見付けるのに、１回のＮＳＡ測定だけでは不十分である。このようなサイトでは、例えば

ターンテーブルを用いて、最大寸法の被測定装置あるいは被測定システムをその中心の周りに360°
回転させた軌跡によって作られる体積を“試験体積”と定義する。 
 
  代替テストサイトの適合性確認試験は、原則として、表Ａ.１および表Ａ.２に従って半波長同調ダ

イポールアンテナを用いて水平偏波および垂直偏波でNSAを測定する。この場合、図Ａ.１ａ、図Ａ.
１ｂに示されている水平面内で５箇所（中央、および中央から測定アンテナを結ぶ直線に関して前後

左右）、２種類の偏波（水平および垂直）、１種類の高さ（水平偏波に関して２ｍ、垂直偏波に関し

て２.７５ｍ）で行う必要がある。なお、この測定に使用する相互インピーダンス補正係数ΔAFTOT

を、アンテナ較正時のアンテナ高に対応して表Ａ.３～表Ａ.５に示す。 
 
  但し、代替テストサイトの大きさの制約から、８０ＭＨｚ以下の周波数帯において半波長同調ダイ

ポールアンテナを使用できない場合は、表Ａ.６に従って８０ＭＨｚ同調ダイポールアンテナ（固定

長）を使用して、水平偏波および垂直偏波でNSAを測定する。この場合は、図Ａ.１ａおよび図Ａ.１
ｂに示すように、最大で２０回の独立したサイトアッテネーション測定、すなわち、水平面内で５箇

所（中央、および中央から測定アンテナを結ぶ直線に関して前後左右）、２種類の偏波（水平および

垂直）、２種類の高さ（水平偏波に関して１ｍ及び２ｍ、垂直偏波に関して１ｍ及び１.５ｍ）で行

う必要がある。なお、この測定に適用する相互インピーダンス補正係数ΔAFTOTを、アンテナ較正時

のアンテナ高に対応して表Ａ.７および表Ａ.８に示す。 
 ８０ＭＨｚ同調ダイポールアンテナ（固定長）の特性は、周波数が８０ＭＨｚより低くなればなる

ほど、アンテナエレメント長によって大きく変化する。従って、ＮＳＡ測定時およびアンテナ較正時

にエレメント長が変化しないように、十分注意すること。また、このアンテナは同軸ケーブルとの整

合状態も余り良くないため、測定結果の再現性が低下しやすい。従って、アンテナのバランに整合用

減衰器が内蔵されていない場合は、アンテナに６ｄＢ以上の減衰器を接続し、減衰器を付加した状態

で一個のアンテナとして取り扱い、較正を行うこと。 
 
 送信および受信アンテナは、アンテナ素子を互いに平行に、かつ測定軸と直交させて並べること。 
 
 垂直偏波に関しては、中心以外の送信アンテナの水平面内位置は、試験体積の境界上である。水平

偏波に関しては、左右の位置での測定において、横壁の構造物または吸収体と供試装置の境界との距

離が１ｍ以下であれば、アンテナの中心を中央へ移動させ、アンテナの先端が試験体積の境界上か、

あるいは試験体積直径の10%以上境界から離れない位置とする。前後の位置は、試験体積の境界上と

する。 
 
 なお、８０ＭＨｚ同調ダイポールアンテナ（固定長）を用いて周波数３０ＭＨｚから８０ＭＨｚの
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範囲で測定を行う場合、下記の条件を満たすならば、測定回数を減らしてもよい。 
 (a) 試験体積の後部境界から構造物または吸収材の最も近い点までの距離が１ｍより大 
  きい場合は、後部位置での垂直および水平偏波の測定を省略できる。 

  放射源が誘電体の境界近くに置かれると電流分布が変化するため、その場所におけ 
 る放射源の放射特性に影響が出ることが知られている。供試装置がその境界近くに置 
 かれる場合、追加のサイトアッテネーション測定が必要である。 

 (b) 左右の位置をつなぐ試験体積の直径に沿って行う水平偏波の測定回数は、アンテナ 
  の投影が直径の９０％を覆うのに充分な数まで減らすことができる。 
 (c) ８０ＭＨｚ同調ダイポールアンテナ（固定長）を用いる測定では、供試装置の最上部の 
  高さが、テーブルを含んで１.５ｍを越えなければ、送信高１.５ｍの高さにおける垂直 
  偏波の測定は省略してもよい。 
 (d) テーブルを使用する場合は、それも含めた試験体積が、奥行き１ｍ×幅１.５ｍ×高 
  さ１.５ｍ以内であれば、水平偏波測定は、中心、前方、後方の位置でのみ行うことと 
  する。上記の項目（a)を適用する場合、後部位置は省略できる。この場合、最小の８ 
  箇所での測定でよい。すなわち図Ａ.３および図Ａ.４に示すように、垂直偏波では一つの高さで

位置（左、中心、右、前方）の４配置で、水平偏波の測定では、二つの高さで位置（中心と前

方）の４配置で測定する。 
 
 ＮＳＡの測定に当たっては、送信アンテナと受信アンテナの距離を表Ａ.１および表Ａ.２若しくは

表Ａ.６に従って離すこと。図Ａ.１～図Ａ.４に示すように、受信アンテナは規定の距離を維持しなが

ら、ターンテーブル中心線に沿って動かさなければならない。 
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表Ａ.１  正規化サイトアッテネーション(ＡＮ) 

（半波長同調ダイポールアンテナを用いる場合に適用） 
 

偏波面 水平偏波 

R 
h1 
h2 

3m 
2m 

1m～4m 

10m 
2m 

1m～4m 
ｆm 

(MHz) 
AN 

(dB) 
30 11.0 24.1 

35 8.8 21.6 

40 7.0 19.4 

45 5.5 17.5 

50 4.2 15.9 

60 2.2 13.1 

70 0.6 10.9 

80 -0.7 9.2 

90 -1.8 7.8 

100 -2.8 6.7 

120 -4.4 5.0 

140 -5.8 3.5 

160 -6.7 2.3 

180 -7.2 1.2 

200 -8.4 0.3 

250 -10.6 -1.7 

300 -12.3 -3.3 

400 -14.9 -5.8 

500 -16.7 -7.6 

600 -18.3 -9.3 

700 -19.7 -10.6 

800 -20.8 -11.8 

900 -21.8 -12.9 

1000 -22.7 -13.8 

 
注) 本表の測定に適用する相互インピーダンス補正係数 
  ΔＡＦTOTは表Ａ.３～Ａ.５を参照。 
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表Ａ.２ 正規化サイトアッテネーション(ＡＮ) 
（半波長同調ダイポールアンテナを用いる場合に適用） 

 
偏波面 垂直偏波 

R=3m 
h1=2.75m 

R=10m 
h1=2.75m fm 

(MHz) h2 
(m) 

AN 
(dB) 

h2 
(m) 

AN 
(dB) 

30 2.75～4 12.4 2.75～4 18.8 

35 2.39～4 11.3 2.39～4 17.4 

40 2.13～4 10.4 2.13～4 16.2 

45 1.92～4 9.5 1.92～4 15.1 

50 1.75～4 8.4 1.75～4 14.2 

60 1.50～4 6.3 1.50～4 12.6 

70 1.32～4 4.4 1.32～4 11.3 

80 1.19～4 2.8 1.19～4 10.2 

90 1.08～4 1.5 1.08～4 9.2 

100 1～4 0.6 1～4 8.4 

120 1～4 -0.7 1～4 7.5 

140 1～4 -1.5 1～4 5.5 

160 1～4 -3.1 1～4 3.9 

180 1～4 -4.5 1～4 2.7 

200 1～4 -5.4 1～4 1.6 

250 1～4 -7.0 1～4 -0.6 

300 1～4 -8.9 1～4 -2.3 

400 1～4 11.4 1～4 -4.9 

500 1～4 -13.4 1～4 -6.9 

600 1～4 -14.9 1～4 -8.4 

700 1～4 -16.3 1～4 -9.7 

800 1～4 -17.4 1～4 -10.9 

900 1～4 -18.5 1～4 -12.0 

1000 1～4 -19.4 1～4 -13.0 

 
注) 受信アンテナ高h2の下限値は周波数によって異なるが、これは、 
  アンテナの下端が大地面から25cm以上離れるようにするためである。 
    本表の測定に適用する相互インピーダンス補正係数ΔＡＦTOTは、 
   表Ａ.３～Ａ.５を参照。 
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表Ａ.３ 同調ダイポールアンテナを用いた正規化サイトアッテネーション測定 
に使用する相互インピーダンス補正係数(ΔＡＦTOT) 

              （自由空間におけるアンテナ係数を用いる場合） 
 

補正係数 ΔＡＦTOT (dB) 

測定距離 R＝3m R＝10m 

周波数 

fm 
(MHz) 

水平偏波 

h1＝2m 
h2＝1～4m 

垂直偏波 

h1＝2.75m 
h2＝1～4m 

水平偏波 

h1＝2m 
h2＝1～4m 

垂直偏波 

h1＝2.75m 
h2＝1～4m 

30 3.9 3.4 1.8 2.6 

35 4.1 2.5 1.5 1.5 

40 3.6 1.6 0.8 1.3 

45 2.8 1.1 0.7 1.0 

50 2.2 0.9 1.0 0.6 

60 0.7 1.4 1.5 0.8 

70 -0.7 1.5 0.8 1.0 

80 -1.1 1.3 -1.1 0.9 

90 -0.8 1.0 -1.4 0.9 

100 -0.7 0.7 -1.1 0.7 

120 -0.1 0.1 0.2 0.1 

140 0.3 0.4 0.0 0.6 

160 -1.2 0.6 -0.9 0.4 

180 -0.9 0.4 -0.6 0.4 

200 0.3 0.4 0.0 0.4 

250 -0.2 0.5 -0.7 0.3 

300 0.2 0.3 -0.4 0.3 

 
注) 垂直偏波の測定では、受信アンテナの下端を大地面から25cm以上 

離すこと。 
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表Ａ.４ 同調ダイポールアンテナを用いた正規化サイトアッテネーション測定 
に使用する相互インピーダンス補正係数(ΔＡＦTOT) 

                (地上高２ｍにおけるアンテナ係数を用いる場合） 
 

補正係数 ΔＡＦTOT (dB) 

測定距離 R＝3m R＝10m 

周波数 

fm 
(MHz) 

水平偏波 

h1＝2m 
h2＝1～4m 

垂直偏波 

h1＝2.75m 
h2＝1～4m 

水平偏波 

h1＝2m 
h2＝1～4m 

垂直偏波 

h1＝2.75m 
h2＝1～4m 

30 4.0 3.5 1.8 2.6 

35 2.7 1.1 0.1 0.2 

40 1.3 -0.7 -1.6 -1.0 

45 0.0 -1.8 -2.1 -1.9 

50 -0.8 -2.1 -2.0 -2.4 

60 -1.5 -0.9 -0.8 -1.5 

70 -1.3 0.9 0.2 0.4 

80 0.2 2.5 0.2 2.2 

90 1.3 3.1 0.7 2.9 

100 0.7 2.0 0.3 2.1 

120 -1.2 -1.0 -0.9 -0.9 

140 -0.5 -0.4 -0.8 -0.3 

160 -0.3 1.5 0.1 1.3 

180 -0.4 0.9 -0.1 0.9 

200 -0.5 -0.4 -0.8 -0.5 

250 0.4 1.1 -0.1 0.9 

300 0.3 0.4 -0.4 0.3 

 
注) 垂直偏波の測定では、受信アンテナの下端を大地面から25cm以上 

離すこと。 
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表Ａ.５ 同調ダイポールアンテナを用いた正規化サイトアッテネーション測定 

に使用する相互インピーダンス補正係数(ΔＡＦTOT) 

（地上高３ｍにおけるアンテナ係数を用いる場合） 
 

補正係数 ΔＡＦTOT (dB) 

測定距離 R＝3m R＝10m 

周波数 

fm 
(MHz) 

水平偏波 

h1＝2m 
h2＝1～4m 

垂直偏波 

h1＝2.75m 
h2＝1～4m 

水平偏波 

h1＝2m 
h2＝1～4m 

垂直偏波 

h1＝2.75m 
h2＝1～4m 

30 1.0 0.5 -1.1 -0.3 

35 1.1 -0.5 -1.5 -1.4 

40 1.3 -0.6 -1.5 -0.9 

45 1.7 0.0 -0.4 -0.1 

50 2.6 1.3 1.4 1.0 

60 2.8 3.4 3.6 2.9 

70 0.1 2.2 1.5 1.7 

80 -2.1 0.2 -2.1 -0.1 

90 -2.0 -0.2 -2.6 -0.3 

100 -0.6 0.8 -1.0 0.8 

120 0.4 0.6 0.7 0.6 

140 -0.5 -0.3 -0.8 -0.2 

160 -0.5 1.3 -0.1 1.2 

180 -1.4 0.0 -1.1 0.0 

200 0.3 0.5 0.0 0.4 

250 -0.2 0.5 -0.7 0.3 

300 0.2 0.4 -0.4 0.3 

 
注) 垂直偏波の測定では、受信アンテナの下端を大地面から25cm以上 

離すこと。 
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表Ａ.６  正規化サイトアッテネーション(ＡＮ) 
（８０ＭＨｚ同調ダイポールアンテナ（固定長）を用いる場合に適用） 

 
R 3m 10m 

偏波面 水平偏波 垂直偏波 水平偏波 垂直偏波 

h1 1m 2m 1m 1.5m 1m 2m 1m 1.5m 

h2 1m～4m 1m～4m 1m～

4m 

1m～

4m 

1m～4m 1m～4m 1m～4m 1m～4m

ｆm 
(MHz) 

AN 
(dB) 

30 15.8 11.0 8.2 9.3 29.8 24.1 16.7 16.9 

35 13.4 8.8 6.9 8.0 27.1 21.6 15.4 15.6 

40 11.3 7.0 5.8 7.0 24.9 19.4 14.2 14.4 

45 9.4 5.5 4.9 6.1 22.9 17.5 13.2 13.4 

50 7.8 4.2 4.0 5.4 21.1 15.9 12.3 12.5 

60 5.0 2.2 2.6 4.1 18.0 13.1 10.7 11.0 

70 2.8 0.6 1.5 3.2 15.5 10.9 9.4 9.7 

80 0.9 -0.7 0.6 2.6 13.3 9.2 8.3 8.6 

 
注) 本表の測定に適用する相互インピーダンス補正係数ΔＡＦTOTは表Ａ.７および表Ａ.８を 
  用いること。 
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表Ａ.７ ８０ＭＨｚ同調ダイポールアンテナ（固定長）を用いた 
正規化サイトアッテネーション測定に使用する相互インピーダンス補正係数(ΔＡＦTOT) 

（地上高２ｍにおけるアンテナ係数を用いる場合） 
補正係数 ΔＡＦTOT (dB) 

R＝3m R＝10m 
測定距離 

水平偏波 垂直偏波 水平偏波 垂直偏波 

h1＝1m h1＝2m h1＝1m h1＝ 
  1.5m h1＝1m h1＝2m h1＝1m h1＝ 

  1.5m 
周波数 

fm 

(MHz) 
h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

30 1.7 1.1 0.2 -0.1 0.3 0.4 -0.6 -0.3 

35 0.6 1.4 -0.1 -0.3 0.3 0.3 -0.7 -0.4 

40 0.6 1.1 -0.4 -0.5 0.1 0.2 -0.8 -0.4 

45 0.9 0.8 -0.7 -0.7 -0.2 0.1 -0.9 -0.5 

50 0.4 0.8 -0.7 -0.8 -0.5 -0.2 -1.0 -0.5 

60 -0.9 0.5 -0.8 -0.9 -1.4 -0.4 -1.2 -0.7 

70 -2.1 -0.3 0.0 -0.8 -1.5 -0.2 -0.1 -0.3 

80 2.3 0.2 4.1 2.1 2.2 0.2 3.0 1.8 

 
表Ａ.８ ８０ＭＨｚ同調ダイポールアンテナ（固定長）を用いた 

正規化サイトアッテネーション測定に使用する相互インピーダンス補正係数(ΔＡＦTOT) 

（地上高３ｍにおけるアンテナ係数を用いる場合） 
補正係数 ΔＡＦTOT (dB) 

R＝3m R＝10m 
測定距離 

水平偏波 垂直偏波 水平偏波 垂直偏波 

h1＝1m h1＝2m h1＝1m h1＝ 
  1.5m h1＝1m h1＝2m h1＝1m h1＝ 

 1.5m 
周波数 

fm 

(MHz) 
h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

h2＝ 
1～4m 

30 1.7 1.1 0.2 -0.1 0.3 0.4 -0.6 -0.3 

35 0.6 1.4 -0.1 -0.3 0.3 0.3 -0.7 -0.4 

40 0.6 1.1 -0.4 -0.5 0.1 0.2 -0.8 -0.4 

45 0.9 0.8 -0.7 -0.7 -0.2 0.1 -0.9 -0.5 

50 0.4 0.8 -0.7 -0.8 -0.5 -0.2 -1.0 -0.5 

60 -0.1 1.3 0.0 -0.1 -0.6 0.4 -0.4 0.1 

70 0.2 1.9 2.2 1.5 0.8 2.1 2.2 2.0 

80 -0.3 -2.1 1.6 -0.4 -0.3 -2.1 0.5 -0.7 
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図Ａ.１ａ）代替テストサイトでのＮＳＡ測定のための代表的なアンテナ配置 

（垂直偏波） 
 
 

 
 

図Ａ.１ｂ）代替テストサイトでのＮＳＡ測定のための代表的なアンテナ配置 
（水平偏波） 
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図Ａ.２ａ）代替テストサイトでのＮＳＡ測定のための代表的なアンテナ配置 
ＥＵＴの大きさが1ｍ（奥行き）×1.5ｍ（幅）×1.5ｍ（高さ）以内で、その外周が 

望ましくない反射を生じさせうる最も近い物質から１ｍ以上離れている場合（垂直偏波） 

 

 

 

 
 

図Ａ.２ｂ）代替テストサイトでのＮＳＡ測定のための代表的なアンテナ配置 
ＥＵＴの大きさが1ｍ（奥行き）×1.5ｍ（幅）×1.5ｍ（高さ）以内で、その外周が 

望ましくない反射を生じさせうる最も近い物質から１ｍ以上離れている場合（水平偏波） 
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付則Ｂ （規定） 
 

尖頭値測定の判定ツリー 
 
 周波数:１５０ｋＨｚ～３０ＭＨｚまでの電源線ポート及び通信ポートの伝導妨害波測定の測定時

間を節約するために尖頭値検波器付き受信機を用いる場合、合否判定は図Ｂ.１に示す判定ツリーを

用いて実施すること。 
 
 測定周波数に連れて自動的に変わるＲＦプリセレクタ付きのスペクトラムアナライザを用いる場合

は、十分に長い掃引時間をかけ、増幅器の飽和エラーを生じないように行うこと。 
 
 さらに、測定結果に影響しないように、スペクトラムアナライザのビデオ帯域幅(ＶＢＷ)は分解能

(ＲＢＷ、測定帯域幅）に等しいか広くしておくこと。 
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P K      尖頭値 

Q P      準尖頭値 

A V G   平均値 

図B .1 尖頭値測定の判定ツリー
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付則Ｃ （規定） 
 

コモンモード妨害波測定のための可能な試験配置 
 
Ｃ.１ はじめに 
 付則Ｃは、本規格が要求している通信線の（トータルコモンモード：ＴＣＭ）伝導妨害波の測定に

使用可能な測定法を述べている。ケーブルのタイプにより、それぞれ利点と欠点（詳細は付則Fを参

照）を有する異なる測定法を使用することが可能である。 
 
C.1.1 ＪＩＳＣ６１０００－４－６に記載されているＣＤＮをＣＤＮまたはＩＳＮとして用いる 

方法 
 シールドのない平衡１対線または平衡２対線の測定には、9.6.2 項に従うＩＳＮを使用する。他の

タイプのケーブル（シールドのあるケーブル、シールドのないケーブル）については、入手が可能で

あり、ＥＵＴを接続するケーブルに挿入した時ＥＵＴの通常動作を確保することが可能である場合は、

ＪＩＳＣ６１０００－４－６に記述されているＣＤＮを使用することができる。ＣＤＮのＬＣＬは、

9.6.2 項に示されているＥＵＴに接続されるケーブルのカテゴリに適切なＩＳＮの低い側の偏差の値

を超えてはならない。 
 
 本測定法の適用が可能な場合、付則 C.1.1 の測定法は、測定の不確かさが最小となる最良な測定結

果を提供する。 
 
 場合によっては、適切なＣＤＮまたはＩＳＮが入手不能であったり、システムの動作がＣＤＮまた

はＩＳＮの挿入により影響を受けたりする。このため専用のＣＤＮまたはＩＳＮを使用しない別の測

定法が必要である。付則 C.1.2～付則 C.1.4 はこのような場合に適用可能な代替案を示している。 
 
 ＪＩＳＣ６１０００－４－６に基づくＣＤＮを用いて本規格に基づく伝導妨害波測定を実施する場

合、当該のＣＤＮのＬＣＬが、本規格に示されたＩＳＮに対する（ＬＣＬの）要求条件を上回らない

ように較正されている必要がある。 
 

・ ＣＤＮまたはＩＳＮを直接、基準大地面に接続する。 
・ 電圧測定を行う場合は、ＣＤＮまたはＩＳＮの測定ポートで電圧を測定し、当該ＣＤＮまた 

はＩＳＮの電圧変換係数（9.6.2e）項で定義）で補正を行って電圧許容値と比較する。 
・ 電流測定を行う場合は、電流プローブで電流を測定し、電流許容値と比較する。 
・ ＣＤＮまたはＩＳＮを用いた測定の場合は、電圧許容値と電流許容値の両者を適用する必要 

はない。電流測定の場合は、ＣＤＮまたはＩＳＮの測定端子に５０Ωの負荷を接続すること。 
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ＡＥ：関連装置  ＥＵＴ：供試装置 

            １）垂直または水平基準金属面までの距離 
２）基準金属面までの距離は厳密でなくてよい。 

 
図Ｃ.１ ＪＩＳＣ６１０００－４－６に示されたＣＤＮをＣＤＮまたはＩＳＮとして使用する 

測定法 

40cm 1) 2) 

電流プローブ 

 （使用する場合） 

CDN/ISN 

EUT AE 

長さを制限しない 10 cm 

80 cm 
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C.1.2 １５０Ω負荷をシールドの外側表面に接続する方法（設置場所でのＣＤＮまたはＩＳＮ） 

 
 C.1.2 に示された測定法は、全ての同軸ケーブルまたはシールドのある多対ケーブルの測定に適用

可能である。 
 
 （本測定法は）C.1.1 に示した測定法のようにＥＵＴの被測定ポートに接続されたケーブルを切断

する必要はない。しかしながら、ケーブルのシールド面を露出するためケーブルの外皮を剥く必要が

ある。 
 
 ・絶縁外被を破り１５０Ωの抵抗をシールドの外側表面と大地面の間に接続する。 
 ・フェライトチューブまたはクランプを、接続した１５０ΩとＡＥとの間に装着する。 
 ・電流プローブで電流を測定し、電流許容値と比較する。１５０Ωの抵抗から右側（ＡＥ側）を 
  みたコモンモードインピーダンスは、測定に影響を与えないように十分大きいこと。 

ＥＵＴからの妨害波周波数の測定に影響を与えないように、このインピーダンスは１５０Ω 
より十分に大きい必要があり、このインピーダンスの測定はＣ.２項の方法を使用すること。 

 ・１５０Ωの抵抗に高インピーダンスのプローブを並列接続することにより、またはＪＩＳＣ  
６１０００－４－６に記載されている「50Ω／150Ωのアダプタ」を１５０Ω負荷として使用し

適切な補正（50Ω／150Ωのアダプタの場合は9.6dB）を行うことにより、電圧測定を行うこと

も 
可能である。 

 
 

 

ＡＥ：関連装置  ＥＵＴ：供試装置 
                     １）垂直または水平基準金属面までの距離 
                     ２）基準金属面までの距離は厳密でなくてよい。 
 
図Ｃ.２ １５０Ω負荷をシールドの外側表面に接続する方法（設置場所でのＣＤＮまたはＩＳＮ） 

40cm 1) 2) 

電流プローブ EUT AE 

長さを制限しない 10 cm 30 ～ 80 cm 

シールド面に接続 

10 cm 
フェライト 

150Ω 
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C.1.3 電流プローブと容量性電圧プローブの組合せによる方法 
 ・電流プローブで電流を測定する。 
 ・ＣＩＳＰＲ１６－１－２の 5.2.2項で規定された容量性電圧プローブで電圧を測定する。 
 ・測定された電圧を電圧許容値と比較する。 
 ・測定された電流を電流許容値と比較する。 
 ・ＥＵＴは電圧許容値と電流許容値の両者を満足すること。 
 
 

 
 

ＡＥ：関連装置  ＥＵＴ：供試装置 
               １）垂直または水平基準金属面までの距離 
               ２）基準金属面までの距離は厳密でなくてよい。 
 

図Ｃ.３ 電流プローブと容量性電圧プローブの組合せによる方法 
 

 
C.1.4 シールドと大地面との接続がなくＩＳＮもない方法 
 もしC.1.4に示された方法とC.1.3に示された方法とを組み合わせる場合、両測定法の短所に煩わさ

れることなく、両測定法の長所を活用できる。 
 
 最初にC.1.3に示された方法でＥＵＴを測定する。もし測定結果が許容値以下であった場合、ＥＵ

Ｔは許容値に適合しているとみなせる。もしC.1.3に示された方法でＥＵＴを測定し、一つ以上の周

波数の妨害波レベルが許容値を上回っている場合、これらの周波数についてのみC.1.4に示された方

法を用いて測定することができる。この組み合わせ測定法において、C.1.3に示された方法は、測定

に時間がかかるがより精度の高い測定法であるC.1.4に示された方法を用いて、より詳細な測定を必

要とする周波数を選定するための方法として使用される。 
 
 ・フェライト材を使用する。 
 ・初期測定においてＥＵＴからの妨害波周波数を決定する。 
 ・ＥＵＴからの妨害波周波数についてＣ.２項に示した手順を用いて、ケーブル、フェライト 

30～80 cm 長さを制限しない 

40cm 1) 2) 

電流プローブ 
EUT AE 容量性電圧プロービング 

フェライト 

（任意） 
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およびＡＥ（で構成される系）のコモンモードインピーダンスを記録する。このコモンモー 
ドインピーダンスは１５０Ω±２０Ωであること。較正を行った時のフェライトの装着位置を 
記録しておき、適合のための測定を実施する際はその位置に装着すること。 

   注) 150Ω±20Ωを実現するためには、異なる周波数に対して異なるタイプのフェライト 

が要求されるかもしれない。 

 

 ・電流プローブで電流を測定する。図における第２番目のプローブは、 Ｃ.２項に示した較正 
を行う際に用いる注入プローブである。このプローブは、コモンモードインピーダンスを確認 
する時に使用するものであって、適合のための測定を実施する際は使用しないこと。 

 ・測定された電流を電流許容値と比較する。 
 
 
 

 
 

ＡＥ：関連装置  ＥＵＴ：供試装置 
            １）垂直または水平基準金属面までの距離 
            ２）基準金属面までの距離は厳密でなくてよい。 
 

図Ｃ.４ シールドと大地面との接続がなくＩＳＮ もない方法 
 

長さを制限しない 10 ～80 cm 

40 cm 1) 2) 

EUT AE 

注入プローブ 

フェライト 

測定プローブ 妨害波の測定 

ｲﾝﾋﾟｰ ﾀﾞﾝｽの測定（C.2項参照） 
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C.1.5 測定方法を選定するためのフローチャート 
 
 様々なポート（シールドのない対より線、シールドのある対より線、同軸ケーブル、ＡＣ電源線

等）に適用する測定法を選定するためのフローチャート（図Ｃ.６参照）を採用する。たとえばシー

ルドのある（ＳＴＰ）ケーブル、シールドのない（ＵＴＰ）ケーブルのように、異なる型のケーブル

への適用が可能な場合は、両者について測定を行って本規格に対する適合を確認すること。 
 シールドケーブルまたは同軸ケーブルの妨害波測定において、適切なISNが存在しない場合は

C.1.3項の測定方法で測定し適合を確認すること。C.1.3項の測定方法を用いて測定する場合、C.1.4
項及びＣ.２項に示された測定方法は適用しないこと。 
 
Ｃ.２ ケーブル、フェライトおよびＡＥ（で構成される系）のコモンモードインピーダンスの測定 
 
 ・注入プローブおよび測定プローブを５０Ωのシステム（図Ｃ.５参照）で較正する。 
  注入電圧（V1）を発振器から注入プローブに入力し、測定プローブの電流（I１）を記録する。 
 ・ケーブルをＥＵＴから外し、外したケーブルをＥＵＴの端で大地面に短絡する（図Ｃ.５参照）。 
 ・同一の注入プローブを用いて注入電圧（V1）をケーブルに印加する。 
 ・同一の測定プローブを用いて電流を測定し、測定された電流値（I２）と、最初に測定した電 

流値（I1）とを比較することにより、ケーブル、フェライトおよびＡＥ（で構成される系）の 
コモンモードインピーダンスを計算する。（コモンモードインピーダンスは、50×I1／I2） 
例えば、I１がI2の半分であるとすると、コモンモードインピーダンスは１００Ωである。 

 
 このＴＣＭインピーダンスの測定技術は以下の条件のもとでのみ使用する。 
 

図Ｃ.５における５０Ωの較正冶具のループ長（円周）は、図Ｃ.４の総ループ長の±１０％である

こと、および両者のループ長は１.２５ｍ以下であること。これらの条件は、インピーダンス測定に

影響を与え測定の不確かさを増加させるループの共振現象を最小限に抑えるために必要である。以下

に示す二つの方法のいずれかをＴＣＭインピーダンスの測定に使用する。 
 
方法１：インピーダンスアナライザを、図Ｃ.４に示すスイッチの点でＥＵＴの被測定ポートの 

ケーブルに接続する。インピーダンスアナライザをＥＵＴの被測定ポートのケーブル 
と基準大地面との間に接続する。ＥＵＴはこの測定のために接続を取り外し、ＥＵＴの 
被測定ポートに接続されている全てのワイヤをインピーダンスアナライザに接続され 
ている点に接続する。本測定には上述したケーブル長に関する条件を適用する必要があ 
る。この測定法における測定配置は図Ｆ.４と同様である。 

方法２：ネットワークアナライザ、電流プローブ、容量性電圧プローブを用いてコモンモード 
電圧および電流を測定する。ネットワークアナライザで測定された、ＥＵＴの被測定 
ポートに接続されているケーブルの電圧と電流の比でＴＣＭインピーダンスを求める。 
この測定法における測定配置は図Ｆ.４と同様である。 
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電流
プローブ

信号発生器 受信器

I1

測定プローブ

I

50Ω
ｰ V +

注入プローブ

V1

ネットワークアナライザ

電流
プローブ

信号発生器 受信器

I1

測定プローブ

I

50Ω
ｰ V +

注入プローブ

V1

ネットワークアナライザ
 

 
図Ｃ.５ 較正方法 
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図Ｃ.６ 試験方法を選定するためのフローチャート 

開 始

ポートタイプを選択してください 

テストの必要はありません はい

 

 

EUTのポートは

3.6項節で定義さ

れた電気通信

ポートですか？

EUTが動作する

ために9.6.2に

従ったISNは利

用可能ですか？ 

 

 

EUTが動作するため

に付則Dに従った

ISNは利用可能です

か？ 

 

 

EUTが動作するた

めにJIS C 

61000-4-6で規定

されたCDNは利用

可能ですか？ 

 

 

該当するケーブルカ

テゴリにおいて、CDN

の縦方向変換損失

（LCL）は9.6.2に示

された要求値を超え

ますか？ 

9.3項で定義され

た方法を使用して

ください 

表1もしくは2

における許容

限度値を適用

してください

電圧及び電流を測定するた

めにC.1.3で定義された方法

を使用してください 

表3もしくは4における電圧

及び電流許容の限度値を適

用してください 

電圧もしくは電流

を測定するために

C.1.2で定義され

た方法を使用して

ください 

C.1.2 

150Ωの抵抗器をシー

ルドと大地面の間に

適用してください 

フェライトを150Ω抵

抗 器 と AE と の 間 の

ケーブルに装着適用

してください 

C.2で定義された方法

を使用しAEへのコモ

ンモードインピーダ

ンスを測定し、150Ω

より十分に大きいイ

ンピーダンスを確保

してください 

電圧もしくは電流を

測定してください 

電圧もしくは電流

を測定するために

C.1.1で定義された

方法を使用してく

ださい 

表3もしくは4における電圧

もしくは電流許容の限度値

を適用してください 

� その他� のポートタイプで

の測定手順プロセスを使用

してください 

電圧を測定するために9.6.3.1及びC.1.1で定

義された方法を使用してください 

もしくは 

電流を測定するために9.6.3.2及びC.1.1で定

義された方法を使用してください 

 

ポートへの接続： 

-カテゴリ6のケーブルもしくはそれ以上の  

 ケーブルを接続するポート：9.6.2 c) 1)  

 で定義されたISNを使用してください 

-カテゴリ5のケーブルもしくはそれ以上の 

 ケーブルを接続するポート：9.6.2 c) 2) 
 で定義されたISNを使用してください 

-カテゴリ3のケーブルもしくはそれ以上の 

 ケーブルを接続するポート：9.6.2 c) 3) 
 で定義されたISNを使用してください 

-平衡度の � g悪い � hケーブルを接続する

ポー ト：9.6.2 c) 4)で定義されたISNを使

用して ください 

表3もしくは4における電圧もしくは電

流許容の限度値を適用してください 

はい 

はい 

はい 

はい

いいえ 

いいえ 

いいえ 

その他 電源 シールドのある平衡対もしくは同軸ケーブル シールドのない平衡対 

終了 

いいえ 
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付則Ｄ（情報） 
 

擬似通信回路網（ＩＳＮ）の回路構成例 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図Ｄ.１ シールドのない平衡１対線用のＩＳＮ 
 

注 2: Zcat はISNの平衡度（LCL）をネットワークの平衡度に合わせるため、 9.5.2 c)項で規定される値を 
有するインピーダンス 

L1

C C

R R

L2 = 2 x 38 mH

ＥＵＴ ＡＥ 平衡対線 

Zcat 

Rx = 受信機の入力インピーダンス 
50 Ω

R =200Ω

L1 = 2 x 38 mH
L2

ISN

ＥＵＴ = 供試装置 

AE = 関連装置 

注 1:  9.5.2 e) 項で定義される電圧変換係数= 9.5 dB（公称値） 

ISNの金属ケース 

C = 4.7μF
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図Ｄ.２ シールドのない１対および２対の平衡線に使用できるＬＣＬの高いＩＳＮ 
 

Rx 

L1 = 5 x 1.4 mH L2 = 4 x 1.4 

C = 82 

L3 = 2 x 3.1 

L4 = 2 x 3.1 

平衡対線 1 

平衡対線 2 

ＥＵＴ 

L3 および L4 （各対線の線間インダクタンス）= 4 x 3.1 mH = 12.4 mH

R1
100 

1 対 ,2 対 線 用

Zcat 

ＥＵＴ = 供試装置 ＡＥ = 関連装置

Rd = 390 Ω Rx = 受信機入力 
インピーダンス 50 Ω 

L4

C
Rd

C

L3

C
Rd

C

ISN金属ケース 

注 1: 9.5.2 e) 項で定義される電圧変換係数= 9.5 dB（公称値）

注 2: Zcat はISNの平衡度（LCL）をネットワークの平衡度に合わせるため、 9.5.2 c)項で規定される値を 
有するインピーダンス 

Zcat 

ＡＥ

注 3: このISNはシールドのない１対および２対の平衡対線のコモンモード妨害波測定に使用できる。 
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図Ｄ.３ シールドのない１対，２対，３対および４対の平衡線用のＬＣＬの高いＩＳＮ 

 

Rx

L1 = 9 x 1.4 L2 = 8 x 1.4 

C = 82 nF 

L3, L4, L5, and L6 = 2 x 3.1 

平衡対線 1 

平衡対線 2 
ＥＵＴ ＡＥ

L3, L4, L5およびL6（各対線の線間インダクタンス） = 4 x 3.1 mH = 12.4 mH

R1
100 Ω

1 対 ,2 対 ,3 対 ,4 対 線 用

Zcat 

ＥＵＴ = 供試装置 ＡＥ = 関連装置

Rd = 390 

Rx = 受信機入力 50 Ω 
L4

C
Rd

C

L3

C
Rd

C

平衡対線 3 

平衡対線 4 

L5

C
Rd

C

L6 

C
Rd

C

4 x 

ISN 金属ケース 

注 1: 9.5.2 e) 項で定義される電圧変換係数= 9.5 dB（公称値）

注 2: Zcat はISNの平衡度（LCL）をネットワークの平衡度に合わせるため、 9.5.2 c)項で規定される値を 
有するインピーダンス 

注 3: このISNはシールドのない１対、２対、３対および４対の平衡対線のコモンモード妨害波測定に使用できる。
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図Ｄ.４ 電圧測定ポートに５０Ωの整合回路を有するシールドのない平衡２対線用のＩＳＮ 

 

ＥＵＴ 

4 x Ra

4 x Ca

L1

Ca  33nF 

Ra  576Ω 

Rb  6Ω 

Rc  44Ω 

L1 = 2×7mH 

  

２対 線 用 ＩＳ

50 Ω

Rx = 受信機の入力インピーダンス

ＡＥ

平衡対線 1 

平衡対線 2 

Zcat 2 x 

ISN 金属ケース

Rb Rc

Rx

ＥＵＴ = 供試装置 ＡＥ = 関連装置 

注 1: 9.5.2 e) 項で定義される電圧変換係数= 34 dB（公称値）

注 2: Zcat はISNの平衡度（LCL）をネットワークの平衡度に合わせるため、 9.5.2 c)項で規定される値を 
有するインピーダンス 
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図Ｄ.５ シールドのない平衡２対線用のＩＳＮ 

 
 
 

ＥＵＴ 

4 x Ra

4 x Ca

L1

Ca  33nF 

Ra  400Ω 

L1 = 4×7mH 

２対線用ＩＳＮ

50 Ω

Rx = 受信機の入力インピーダンス

ＡＥ

平衡対線 1 
平衡対線 2 

Zcat 2 x 

Rx

ISN金属ケース

ＥＵＴ = 供試装置 ＡＥ = 関連装置

注 1: 9.5.2 e)項 で定義される電圧変換係数= 9.5 dB（公称値） 

注 2: Zcat はISNの平衡度（LCL）をネットワークの平衡度に合わせるため、 9.5.2 c)項で規定される値を 
有するインピーダンス 

警告：このISNは平衡２対線のうち１対しか使用されていないケーブルの測定に使用してはならない 
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図Ｄ.６ 電圧測定ポートに５０Ωの整合回路を有するシールドのない 

平衡４対線用のＩＳＮ 
 

ＡＥ 

8 x Ra

8 x Ca

L1

Ra 1152 Ω 
Ca 33 nF

4対線用ISN

50 Ω
Rx

L1 = 8 x 7 mH 

平衡対線 1 

平衡対線 2 
ＥＵＴ 
平衡対線 3 

平衡対線 4 

Zcat 4 x 

Rb
Rc

Rb 6 Ω

Rc 44 Ω

ISN金属ケース

Rx = 受信機の入力インピーダンス

ＥＵＴ = 供試装置 ＡＥ = 関連装置 

注 1: 9.5.2 e)項 で定義される電圧変換係数= 34 dB（公称値） 

注 2: Zcat はISNの平衡度（LCL）をネットワークの平衡度に合わせるため、 9.5.2 c)項で規定される値を 
有するインピーダンス 

警告：このISNは平衡４対線のうち４対未満しか使用されていないケーブルの測定に使用してはならない 
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図Ｄ.７ シールドのない平衡４対線用ＩＳＮ 

ＡＥ 

8 x Ra

8 x Ca

L

Ra 800 Ω 
Ca 33 nF

4対線用ＩＳＮ

50 Ω

R

Rx = 受信機の入力インピーダンス

L1 = 8 x 7 mH 

平衡対線 1 
平衡対線 2 

ＥＵＴ 
平衡対線 3 
平衡対線 4 

Zcat 4 x 

ISN金属ケース

ＥＵＴ = 供試装置 ＡＥ = 関連装置 
注 1: 9.5.2 e) 項で定義される電圧変換係数= 9.5 dB（公称値）

注 2: Zcat はISNの平衡度（LCL）をネットワークの平衡度に合わせるため、 9.5.2 c)項で規定される値を有す

るインピーダンス 

警告：このISNは平衡４対線のうち１対（訳注：４対未満が正しい）しか使用されていないケーブルの測定に使用し 
てはならない 
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図Ｄ .８ 中心導体と外部導体を例えばフェライトコアにバイファイラー巻きしたコモンモード

チョークコイルを内部に有する同軸ケーブル用ＩＳＮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図Ｄ.９ 内部にミニチュア同軸ケーブルとフェライトコアで構成したコモンモードチョークコイル

を有する同軸ケーブル用のＩＳＮ 
 
 
 

ISN金属ケース 

R

Rx = 受信機の入力インピーダンス

ＥＵＴ 

100 Ω

Lcm

コモンモードチョーク Lcm > 9 mH, トータル寄生容量 C < 1 pF 
50 Ω

ＡＥ 
同軸コネクタ

 

ＥＵＴ = 供試装置 ＡＥ = 関連装置

絶縁板, 
並列 C < 1 pF 同軸コネクタ 

フェライトトロイダルコア

. . ..

.. . .

同軸ケーブルの 
シールド導体に接続 

同軸ｹｰﾌﾞﾙ用ISN

注 1: 9.5.2 e)項で定義される電圧変換係数= 9.5 dB（公称値）

同軸ケーブル 同軸ケーブル 

ISN金属ケース

R

Rx = 受信機の入力インピーダンス

ＥＵＴ 

100 Ω
絶縁板

L1

コモンモードチョーク L1 = 2 x 7 mH 

ＡＥ 

中心導体 
同軸コネクタ 
  

ＥＵＴ = 供試装置 ＡＥ = 関連装置

同軸コネクタ 
同軸ケーブルの 
シールド導体に接続  

同軸ｹｰﾌﾞﾙ用ISN

シールド（外部）導体

同軸ケーブル 同軸ケーブル 

注 1: 9.5.2 e)項で定義される電圧変換係数= 9.5 dB（公称値）

Rx 

ミニチュア同軸ケーブ



 

 75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図Ｄ.１０ 中心導体と外部導体を例えばフェライトコアにバイファイラー巻きしたコモンモード

チョークコイルを内部に有するシールドのある多線ケーブル用のＩＳＮ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図Ｄ.１１ 内部にミニチュア同軸ケーブルとフェライトコアで構成したコモンモードチョークコイ

ルを有するシールドのある多線ケーブル用のＩＳＮ 

ISN金属ケース

R 

Rx = 受信機の入力インピーダンス

ＥＵＴ 

100 Ω

Lcm

コモンモードチョーク Lcm > 9 mH, トータル寄生容量 C < 1 pF

50 Ω 

ＡＥ 

シールドのある多線ケーブ

シールド 
コネクタ 

ＥＵＴ = 供試装置 ＡＥ = 関連装置

絶縁板 
並列 C < 1 pF フェライトトロイダルコア

. . ..

.. . .

ケーブルの 
シールド導体に接続 

シ ー ル ド 多 線 用

......

シールドのある多線ケーブル 

注 1: 9.5.2 e)項で定義される電圧変換係数= 9.5 dB（公称値）

シールドのある 
多線ケーブル 

シールドコネクタ 

ISN金属ケース

R

Rx = 受信機の入力インピーダンス

ＥＵＴ 

100 Ω

L1

コモンモードチョーク L1 = (n + 1) x 7 mH, ここでn = 線数

50 Ω 

ＡＥ 
シールド

コネクタ

ＥＵＴ = 供試装置 ＡＥ = 関連装置 

絶縁板 
 シールドコネクタ 

ケーブルの 
シールド導体に接続 

シールド多線用ISN

... ...

Rx シールド（外部）導体

....

..

..

注 1: 9.5.2 e)項で定義される電圧変換係数= 9.5 dB（公称値）

シールドのある多線 
ケーブル 

シールドのある 
多線ケーブル 

複数の単一ワイヤ、線数 = n
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付則Ｅ （情報） 
 

通信ポートにおける信号のパラメータ 
 
Ｅ.１ 概要 
 本規格では、ディファレンシャル電流または電圧信号レベルに対する許容値は定めない。 
 しかしながら、通信ポートのディファレンシャルモードの最大信号レベルは、仮に希望信号がグラ

ンドに対するコモンモードインピーダンス上で、許容することができない妨害波として現れないよう

にするのであれば、通信ポートおよびケーブル、またはこれらが接続することを意図しているネット

ワークの電気的な平衡または不平衡減衰量（ＬＣＬ）［１、２］に依存し、かつ制限される。 
 
 信号ポート、ケーブルまたはネットワークのＬＣＬによっては、これらの端子、ケーブル、または

ネットワーク上のディファレンシャル信号の一部が、本規格で許容値を定めたコモンモード妨害波に

変換される[3]、[4]、[5]。コモンモード妨害波（この環境ではこれが放射妨害波の原因となるので、

アンテナモード妨害波とも呼ばれる）は、全ての種類の無線信号を受けて起こる障害を最小限とする

のであれば、限定されなければならない。平衡な信号ポートまたは、例えば撚った銅の対線のような

伝達媒体で生成されるコモンモード妨害波は、これらのポートや伝達媒体の全体がシールドされてい

るかどうかにかかわらず、コントロールされ制限されなければならない。シールドされた媒体を使用

する場合、シールドコネクタ内だけでなくシールド自体の欠陥によって発生する重大な電気的不連続

性により、シールド環境内で生成されシールド外に現れるコモンモード妨害波となるであろう。 
 
 多くのネットワークで想定される平衡性およびＬＣＬの最悪値は、ネットワークが望む信号の伝送

特性と漏話特性に依存し、本規格で考えているコモンモード妨害波のコントロールについては必ずし

も注意を払う必要はない。 
 
 通信ネットワークの物理レイヤー仕様により、許容できない電磁妨害波が偶発的に発生しないよう

にするために、ネットワーク規格を検討する初期の段階で、いくつかのクリティカルなパラメータに

対しては電磁両立性（ＥＭＣ）を考慮した仕様を考えることが不可欠である。 
 
 撚り対線を用いた通信ネットワークのＥＭＣを達成するために考慮すべき最も重要なパラメータを

以下に示す。 
 
 ・希望線間またはディファレンシャルモード電気信号の規定レベル 
 ・希望ディファレンシャル信号用に規定されたラインコード（ＡＭＩ、ＣＭＩ、ＮＲＺ 
  等の伝送符号形式）のスペクトル特性 
 ・希望ディファレンシャル信号のプロトコルのデザイン 
 ・（システムの）設置場所において、希望電気信号が伝送される物理的な銅の媒体に予測 

される電気的平衡度、またはＬＣＬ 
 ・物理的媒体に接続するユニットの通信ポートの電気的平衡度、またはＬＣＬ 

 ・希望ディファレンシャル信号が伝送される物理的媒体に予測されるディファレンシャル 
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  モードおよびコモンモードインピーダンス 
 ・（物理的媒体に接続する）ユニットの希望ディファレンシャル信号が現われる通信 
  ポートに対して規定された、ディファレンシャルモードおよびコモンモードインピーダンス 
 ・シールドした媒体が使われる場合は、コネクタおよびシールドに期待されるシールド効果 
 
 結果として生じたコモンモード妨害波レベルに対する希望ディファレンシャル信号の絶対レベルの

影響を精査する必要はない。非線形がない場合は、通信端子や物理的媒体の電気的不平衡に起因する

ディファレンシャルモードからコモンモードへの変換によって生じたコモンモード妨害波のレベルは、

希望ディファレンシャル信号のレベルに正比例する。 
 
 希望ディファレンシャル信号に規定されたスペクトル特性およびプロトコルも、物理的媒体に現れ

るコモンモード妨害波のレベルに大きな影響を与える。 
 
 データ速度が与えられた場合、信号の持つパワーを広い周波数範囲に広がるよう設計されたライン

コーディングを使用するディファレンシャル信号は、信号の持つパワーを狭い周波数範囲内に集中す

るよう設計されたラインコーディングを使用する場合よりも、許容できないコモンモード妨害波を発

生させる可能性が低い。 
 
 信号のプロトコルの選定はディファレンシャル信号のスペクトル特性に大きな影響を与える。は

じめと終わりを示すデリミッター（区分信号）、フレーミングおよび同期ビットパターン、トーク

ンのビットパターン、そして最終的にはアクセスコントロールプロトコルが、通信ネットワークの

様々な作動状態（高トラフィック時、低トラフィック時、アイドル時）で、ディファレンシャル信

号の持つパワーを狭い周波数範囲にどれくらい集中するかに大きな影響を与える。 
 
 ネットワーク上のディファレンシャル信号から生成されるコモンモード妨害波のレベルを最小限

にするのであれば、周期性の高い波形が長時間持続して発生することを避ける必要がある。 
 
Ｅ.２ コモンモード妨害波レベルの評価 
 重要な電気パラメータとスペクトルパラメータとの関係がわかれば、希望ディファレンシャル信号

の、ディファレンシャルモードからコモンモードへの変換により発生するコモンモードレベルの評価

を行うことができる。特に、ディファレンシャル信号から変換されたコモンモード妨害波がコモン

モード妨害波許容値を越えない場合は、ディファレンシャル信号の最高許容レベルの評価を行うこと

ができる。 
 
 ＬＡＮ内で互いに接続されている二つの項目、例えば、特性インピーダンスで終端したシールドの

ない平衡な撚り対線に接続される平衡な通信ポート、を考える。２項目の組み合わせの電気的不平衡

は、最悪（最低）ＬＣＬを生じる項目の電気的不平衡に左右されると仮定する。その（最悪ＬＣＬを

有する）項目のＬＣＬに起因した、ディファレンシャルモードからコモンモードへの変換により発生

するコモンモード妨害波のおおよその強さは、以下のように求められる。 
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I cm dBμ A ≈ UT dBμV – LCL dB – 20log10 2 Z0. Zcm+Zct
Z0+ 4Zcm （Ｅ.１）

 
 

 ディファレンシャル信号電圧Ｕ
Ｔ

によって発生するコモンモード電流Ｉcmを求める時、 

および 
 

U cm dBμV ≈ UT dBμV – LCL dB – 20log10
2 Z0
Zcm

. Zcm+Zct
Z0+ 4Zcm

（Ｅ.２）

 

 

 ディファレンシャル信号電圧Ｕ
Ｔ

によって発生するコモンモード電圧Ｕcmを求めるとき、 

ここで、 
  Ｚcmは、最悪（最低）のＬＣＬをもった項目により与えられるコモンモードインピーダンス。 
  Ｚctは、より高いＬＣＬのある項目により与えられるコモンモードインピーダンス。 
  Ｚoは、通信ポートでの線間またはディファレンシャルモードインピーダンス。 
 
 上記の式は、[6] で詳しく説明した関係から引き出され、組み合わせた両方の項目が線間または

ディファレンシャルインピーダンスＺoを与えることを想定している。 
 
 等式内のコモンモード妨害波レベルをコモンモード妨害波許容値と等しくすることにより、許容で

きる最大の線間またはディファレンシャル信号レベルを求めることができる。 
 
 上記の等式を使用する場合、コモンモード妨害波許容値は定められた帯域幅（例えば9kHz）で規

定された検波機能（準尖頭値あるいは平均値）によって測定される量であることに注意する必要があ

る。それゆえ、与えられたＬＣＬにおいて上記の方法で評価される許容可能な最大ディファレンシャ

ル信号レベルは、同一の検波機能で測定された場合に同一の帯域幅内に発生することが許されるもの

である。 
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付則Ｆ（情報） 
 

通信ポート妨害波測定及び測定法に関する妥当性 
 
Ｆ.１ 許容値 

妨害波電圧（あるいは電流）の許容値は、１５０Ωのトータルコモンモード（ＴＣＭ）負荷インピー

ダンス（測定中にＥＵＴによってＡＥポートからみえる）に対して決められている。このことは、Ａ

Ｅ及びＥＵＴの未知のＴＣＭインピーダンスによらず、再現性のある測定を行うために必要である。 
 
一般的にＡＥポートにおいてＥＵＴによってみえるＴＣＭインピーダンスは、ＩＳＮやＣＤＮを使

用しない限り決まらない。仮にＡＥがシールド室の外に設置される場合、ＡＥポートにおいてＥＵＴ

によってみえるＴＣＭインピーダンスは、試験系とシールド室外部との間にあるフィルタのＴＣＭイ

ンピーダンスによって決まる。π型のフィルタはＴＣＭインピーダンスが低く、その一方でＴ型の

フィルタはＴＣＭインピーダンスが高い。 
 
ＩＴＥが使用する全てのケーブルに対して、ＣＤＮやＩＳＮが存在するわけではない。したがって、

ＣＤＮやＩＳＮを使用しない代替測定法（ノンインベイシブ測定法）が必要である。 
 
付則ＣではＥＵＴの測定対象ポートに接続されたケーブルのみが図示されている。通常、ＥＵＴに

は他に幾つかのケーブル（もしくはポート）がある。多くの場合、少なくとも電源への接続がある。

測定対象以外の接続（接地を含む）のＴＣＭインピーダンスや、測定におけるこれら接続の有無は、

特に小型ＥＵＴの場合に測定結果に重大な影響を与えうる。したがって、小型ＥＵＴについて、測定

を行っていない接続のＴＣＭインピーダンスを決める必要がある。測定対象のポートに加え少なくと

も二つのポートについて、１５０ΩのＴＣＭインピーダンスに接続すれば（通常、測定端子を５０Ω終

端したＩＳＮもしくはＣＤＮが用いられる。）、この影響を無視できる程度に軽減することができる。 
 
非シールド平衡対に適用される結合装置は、測定する通信ポートの仕様に基づいて最も低いケーブ

ルカテゴリの典型的な不平衡減衰量（ＬＣＬの最悪値）を模擬しなければならない。この要求条件は、

平衡信号が不平衡信号に変換され、ＥＵＴが実際に運用される時に放射に寄与するであろうことを考

慮するためにある。ＩＳＮの不平衡度は規定のLCLを得るために設定されている。この不平衡度はＥ

ＵＴの不平衡度を強めたり弱めたりする。最大放射条件を決定するため、及び測定の再現性を最大限

とするために、9.6.2項に定義された適切なISNを用いて、それぞれの線の不平衡状態を変えて測定を

繰り返すべきである。 
 
それぞれの平衡対の不平衡度はコモンモード伝導エミッションに寄与するので、全ての平衡対に関

するあらゆる不平衡の組み合わせについて考慮すべきである。平衡１対線の場合、２本の線が逆向き

になっているため、測定に及ぼす影響は小さい。しかしながら平衡２対線の場合、ＬＣＬ負荷の組み

合わせ（例えば試験構成）は４である。平衡4対線の場合、ＬＣＬ負荷の組み合わせは１６に膨らむ。

こうした数は測定時間及び測定記録に、重大な影響を与える。こうした測定は注意して行う必要があ
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り、もしここに記載された内容を実施した場合には、適切に記録する必要がある。 
 
ＩＳＮ及びＣＤＮの測定端子は、測定器に接続されていない場合は５０Ω終端すること。 

 
表Ｆ.１は付則Ｃに記載されている測定法の利点と欠点を示している。 

 
表Ｆ.１－付則Ｃに記載されている測定法の利点と欠点 

 測定法C.1.1 測定法C.1.2 測定法C.1.3 測定法C.1.4 
利点 測定の不確かさが

最小である。 
（適切な伝送特性

のISN及びCDNが

適用可能な場合の

み） 
 
LCLを考慮すべき

である。CDNは被

測定ケーブルの種

類に対して最小の

LCLを満足するこ

と。 

ノンインベイシブ

である。 
（シールドケーブ

ルの絶縁層を取り

除くこと以外） 
 
シールドケーブル

に常時適用可能で

ある。 
 
高い周波数では測

定の不確かさが小

さい。 

ノンインベイシブ

である。 
 
常時適用可能であ

る。 
 
 
過小評価にならな

い。（最悪評価）

ノンインベイシブ

である。 
 
測定の不確かさが

小さい。 
 
 
（図Ｆ .１及びＦ .
２ の Z2 が 150±20 
Ωに調整できる場

合のみ） 

欠点 全ての場合に適用

できるわけではな

い。（適切なISN/ 
CDN が必要であ

る。） 
 
インベイシブ（適

切なケーブル接続

が必要である。） 
 
ケーブルの種類毎

に（結果としてか

なりの数の異な

る ） ISN/CDN が

必要である。 
 
ＡＥからの平衡信

号を絶縁するISN
が無い 

低周波 (<1MHz）
で測定の不確かさ

が増加する。 
 
ケーブルの絶縁体

を破壊する必要が

ある。 
 
ＡＥ側からの妨害

波に対する絶縁が

（ C.1.1と比較し

て）小さくなる。

Z2が150 Ωと大き

く異なる場合に、

過大評価となる可

能性がある。 
 
極端な周波数及び

インピーダンス条

件において、不確

かさが増大する。

 
ＡＥ側からの妨害

波が絶縁できな

い。（C.1.1と比

較して） 
 
ＥＵＴに接続され

るケーブル網の

LCLによって、平

衡信号から変換さ

れた妨害波を評価

することができな

い。 

全ての場合に適用

できるわけではな

い。 
 
多くの時間を浪費

する。（測定周波

数毎にフェライト

の調整が必要であ

る。） 
 
ＡＥ側からの妨害

波に対する絶縁が

（ C.1.1と比較し

て）小さくなる。

 
ＥＵＴに接続され

るケーブル網の

LCLによって、平

衡信号から変換さ

れた妨害波を評価

することができな

い。 
 
Ｆ.２ 電流プローブと容量性電圧プローブの併用 

C.1.3項に示す測定法は、全てのケーブルに対してノンインベイシブの測定が行えるという利点があ

る。しかしながら、ＥＵＴからＡＥ側をみたインピーダンスが１５０Ωでないかぎり、測定結果は過小

評価にはならないものの過大評価（妨害波の最悪評価）となる。 
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Ｆ.３ 容量性電圧プローブの原理 
図Ｃ.３は容量性電圧プローブをコモンモード妨害波の測定に適用した場合である。容量性電圧プ

ローブには二つの構成がある。いずれの場合も、ＴＣＭインピーダンスが１５０Ωの場合、容量性電圧

プローブとＥＵＴの被測定ポートに接続されたケーブルとの間の容量は、ＴＣＭインピーダンス１５

０Ωに対する並列負荷として表される。 
 
ＴＣＭインピーダンスの公差は、周波数０.１５ＭＨｚから３０ＭＨｚにおいて±２０Ωである。仮に

容量性電圧プローブに負荷が接続されたことによって、ＴＣＭインピーダンス１５０Ωがせいぜい１２

０Ωにしか低下しないようにするためには、容量性電圧プローブとＥＵＴの被測定ポートに接続された

ケーブルとの間の容量は、３０ＭＨｚ（最悪条件の周波数）で５pF未満でなければならない。３０ Ｍ
Ｈｚにおいて５pFはほぼ－ｊ １.０６２ Ωであり、１５０Ωとの並列によるTCMインピーダンスはほ

ぼ１４８Ωとなる。 
 
一つ目の容量性電圧プローブの構造は、ＥＵＴの被測定ポートに接続されたケーブルとの距離に

よって容量が５pF未満となることを見込んだ単一構造のプローブである。この形態の容量性電圧プ

ローブは、ＣＩＳＰＲ１６－１－２の5.2.2項に記述されている。 
 
二つ目の構造はＥＵＴの被測定ポートに接続されたケーブルに対して、非常に近接した容量性結合

装置を用いたものである。（容量性結合装置は実際には、ＥＵＴの被測定ポートに接続されたケーブ

ルの絶縁体に物理的に接触している。）容量５pF未満でインピーダンスが１０ＭΩより大きい標準的

なオシロスコープのプローブは、容量性結合装置と直列に接続される。容量性結合装置に直列に接続

されたプローブの容量は、原理的にＥＵＴの被測定ポートに接続されたケーブルに対するプローブの

容量として表される。実際には、容量性結合装置の物理的な大きさによって、プローブ容量に大きな

浮遊容量が並列に接続されると考えられる。こうした場合、最終的な容量負荷はプローブそのものの

容量よりも大きくなり、５pF未満という要求条件を満足できない。この技術を適用する場合、容量負

荷を理論によることなく測定により確認しなければならない。 
 
この容量の測定は、周波数１５０ｋＨｚから３０ＭＨｚで使用可能な、あらゆる容量測定器により

実施することができる。容量は、ＥＵＴの被測定ポートに接続されたケーブル（ケーブル内の全ての

導線を一まとめにして測定器に接続する）と基準大地面との間について測定する。容量の測定には、

伝導妨害波測定に用いるものと同じものを使用しなければならない。 
 
注）この測定法は、ＥＵＴとＡＥ間のケーブル長が１.２５ｍ未満のときに、不確かさが最小となる。十分に長いケーブ

ルの場合定在波が発生して、反対に電圧や電流の測定に影響を及ぼす。ケーブル長が長く、電圧及び電流許容値と

もに満足しない場合は、C.1.5項の電力測定法の適用を推奨する（現在検討中の方法である）。 

 
Ｆ.４ 電流及び電圧許容値の併用 
ＴＣＭインピーダンスが１５０Ωではない場合、電圧もしくは電流単独の測定は容認できない。これ
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は、不定かつ未知のＴＣＭインピーダンスによって測定の不確かさが非常に大きくなるためである。

しかしながら電圧及び電流測定の双方を行い、電圧及び電流許容値を同時に適用するのであれば、以

下に示すように結果は妨害波の最悪条件の評価となる。 
 
許容値を定義する基本回路を図Ｆ.１に示す。この回路は電流許容値と電圧許容値の派生についても

参照される。他のあらゆる測定法は、この基本回路と比較しなければならない。Z1はＥＵＴの未知の

パラメータである。Z2は基準測定において１５０Ωである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図Ｆ.１ ＴＣＭインピーダンス１５０Ωで定義された許容値を考えるための基本回路 
 
仮にＥＵＴからみたＴＣＭインピーダンスを決めずに測定を行った場合、回路構成は図Ｆ.２で示さ

れる。このときＥＵＴからみたＴＣＭインピーダンスZ2は、ＡＥによって決まりかつあらゆる値とな

り得る。したがってZ1同様Z2も測定における未知のパラメータとなる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図Ｆ.２ 未知のＴＣＭインピーダンスにおける測定の基本回路 
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図Ｆ.１の回路に基づいて測定が行われた場合、電流許容値と電圧許容値は等価となる。電流と電圧

の関係は常に１５０Ωであり、どちらも許容値に対する適合確認に用いることができる。このことはZ2

が１５０Ωではない場合にはあてはまらない。（図Ｆ.２参照） 
 
許容値に対する適合確認を行うのは電圧源U0ではないことに気づくことが重要である。妨害波電圧

はZ2が１５０Ωを標準として測定される必要があり、Z1, Z2及びU0に依存する。ＥＵＴが高インピーダ

ンスZ1で高い電圧源U0を持つ場合、もしくは低インピーダンスZ1に接続された低い電圧源U0を持つ場

合に、妨害波が許容値近くのレベルになると考えられる。 
 
より一般的であるZ2が決まっていない図Ｆ.２のケースの場合、正確な妨害波電圧を測定することは

不可能である。Z1及びU0が未知であるため、たとえZ2が既知（測定もしくはI及びUから算出）であっ

たとしても妨害波電圧を導出することはできない。例えば仮に許容値をこえるエミッションを持つＥ

ＵＴについて、ＡＥ側のZ2が低い（１５０Ω未満の）測定系において電圧のみを測定した場合、このＥ

ＵＴは許容値に適合しているようにみえると考えられる。また、もし同じＥＵＴについて、高いイン

ピーダンスZ2（例えばフェライトの付加による）で電流のみを測定した場合、ＥＵＴはやはり許容値

に適合しているようにみえると考えられる。 
 
しかしながら、このことから言えるのは、電流許容値と電圧許容値を同時に適用すれば、電流許容

値を超えていること（Z2が１５０Ω未満の場合）、もしくは電圧許容値を超えていること（Z2が１５０

Ωより大きい場合）のいずれかによって、常に許容値を超えていることがわかる。 
 
仮にＡＥのＴＣＭインピーダンス（Z2）が１５０Ωにほど遠い場合、Z2が１５０Ωの状態で許容値に

適合したＥＵＴであっても、許容値に適合しない可能性がある。しかしながら、許容値に適合してい

ないＥＵＴがZ2の条件によって許容値に適合することは起こりえない。ゆえにC.1.3に基づく測定はエ

ミッションの最悪評価であるといえる。この測定法によって許容値に適合していないＥＵＴが、Z2が

１５０Ωの状態で測定した場合に許容値に適合する可能性はある。この方法で測定された妨害波につい

て、電流及び電圧許容値から導出された電力許容値と比較することで、１５０Ω条件での妨害の潜在力

をより正確に測定することができる。伝導電力測定の方法に関してはＣＩＳＰＲ／Ｉで検討中である。 
 
Ｆ.５ フェライトによるＴＣＭインピーダンスの調整 
幾つかの場合（仮にＡＥ側のＴＣＭインピーダンスがもともと１５０Ωよりも小さい場合）、ＥＵＴ

の被測定ポートに接続されたケーブルにフェライトを付加することで、ＴＣＭインピーダンスを調整

することができる。C.1.4項では、各測定周波数においてＴＣＭインピーダンスが１５０Ω±２０Ωとな

るようＴＣＭインピーダンスの測定とフェライトによる調整を要求している。したがって、この方法

は全ての周波数スペクトルに適用した場合、非常に煩雑で時間を浪費するものである。仮にＡＥ側の

ＴＣＭインピーダンスがもともと１５０Ωより高い場合、フェライトを付加したり、その設置場所を変

えることで、３０ＭＨｚ以下の周波数においてＴＣＭインピーダンスを１５０Ωに調整する方法は無い。

（特定の周波数においてＴＣＭインピーダンスを調整する別の方法が考案されれば別であるが。） 
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Ｆ.６ 付則Ｃにおいてフェライトを使用する場合の要求条件 
C.1.2項では同軸ケーブルのシールド層上の伝導エミッションについて測定系が定義されている。図

Ｃ.２に示したように同軸ケーブルのシールド層と基準大地面間を接続する１５０Ω負荷が規定されて

いる。フェライトが１５０Ω負荷とＡＥとの間の同軸ケーブルのシールド層の上に設置されている。以

下は、C.1.2の要求条件を満足するために必要な、フェライトの機能要求について述べている。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VＥＵＴcm ＥＵＴにより発生したコモンモード電圧 
ZＥＵＴcm ＥＵＴのコモンモードソースインピーダンス 
VＡＥcm  ＡＥにより発生したコモンモード電圧 
ZＡＥcm  ＡＥのコモンモードソースインピーダンス 
Zferrite フェライトのインピーダンス 
Z   150 Ω，Zferrite及びZＡＥcmによる合成インピーダンス 
 

図Ｆ.３ 図Ｃ.２の構成要素のインピーダンス配置 
 
図Ｆ.３は図Ｃ.２に含まれる全ての基本的なインピーダンスを示している。C.1.2で規定されている

フェライトは高いインピーダンスを提供している。その結果「１５０Ω抵抗から右側のＴＣＭインピー

ダンスは測定に影響を及ぼさないよう十分に高くなければならない」状態となっている。このイン

ピーダンスは図Ｆ.３はZで表されている。 
 
上記のC.1.2から引用された事項は、Zferrite及びZＡＥcomの直列インピーダンスが、１５０Ω抵抗の負荷

としてみえないことを結論づけている。コモンモード負荷１５０Ωの公差のＣＩＳＰＲ２２における一

般的な値は、周波数０.１５ＭＨｚから３０ＭＨｚにおいて±２０Ωである。これら二つの考えを合わせ

ると、１５０Ω抵抗に並列となるZferrite及びZＡＥcmの直列インピーダンス（図Ｆ.３のZ）は、１３０Ωよ

り高くなければならない。このことはまた逆に、ZＡＥcmの値を考慮しなくてよいためにはこの関係を維

持しなければならないことを証明している。 

ＥＵＴ 

ZＥＵＴ

VＥＵＴ
150 Ω 

(シールド層と大地面間) 

IEC  1351/04 

V Ａ Ｅ

Zferrit

同軸ケーブルのシールド層 
ＡＥ 
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フェライトのインピーダンス特性を確立するために、ZＡＥcmが開放回路の場合とZＡＥcmが短絡回路の

場合の二つのケースについてのみ考慮すればよい。条件を満足したフェライトを選択すれば、あらゆ

る値のZＡＥcmが適用できる。 
 
・ケース１：ZＡＥcmが開放回路の場合 

Zferrite及びZＡＥcmの直列インピーダンスも開放回路となる。１５０Ω抵抗に開放回路が並列に接続さ

れても負荷は１５０Ωである。Zferriteは任意の値でよい。 
 
・ケース２：ZＡＥcmが短絡回路の場合 

Zferrite及びZＡＥcmの直列インピーダンスはZferriteと等しくなる。１５０Ωと並列に接続されるZferriteは

下記関係式より１３０Ωより高くなければならない。 
 

( )[ ] ( ) Ω≥+⋅ 130150150 ferriteferrite ZZ  
 

上記式よりZferriteは1000 Ωと求められる。これは、この方法に適用されるフェライトは、周波数０.
１５ＭＨｚから３０ＭＨｚの範囲において、最低1000 Ωのインピーダンスでなければならないことを

意味している。フェライトの場合、最小インピーダンス（jωL）は最低周波数０.１５ＭＨｚでの値と

なる。 
 
上記二点を鑑みると、ケース２における０.１５ＭＨｚでの値がフェライトのインピーダンスの最小

値となる。この値以上の任意の値がフェライトのインピーダンスとして容認される。 
 
選択したフェライトが意図した機能を果たしているかどうかを明らかにするために、図Ｆ.４に示し

た測定系が示唆されている。従前のインピーダンスメータ及びインピーダンスアナライザが、Z点と基

準大地面間のインピーダンス測定に用いることができる。別の方法として、Z点の電流と電圧（図Ｆ．

４のI及びV）を個々に測定し、インピーダンスを算出するものがある。最低限インピーダンスの測定

は０.１５ＭＨｚで実施されなければならない。しかしながら、フェライトと同軸ケーブル間の浮遊容

量によって、フェライトのインピーダンスが劣化していないことを確認するために、全ての周波数０.
１５ＭＨｚから３０ＭＨｚにわたって測定することを推奨する。このことは、フェライトを通る１本

の同軸ケーブルの場合、要求されるインピーダンスが実現できそうにないという実験データに関係し

ている。フェライトを通る複数の経路が必要である。これは浮遊容量がフェライトのインピーダンス

に影響を及ぼす機会を増やすものである。要求されるインピーダンスの周波数特性を実現する可能性

については、実験室レベルで実証されている。 
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図Ｆ.４ １５０Ωとフェライトによる合成インピーダンスの基本試験配置 
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付則Ｇ（情報） 
 

数種類のＩＴＥに対する動作モード 
 
 
Ｇ.１ 画像表示装置の動作 
 
ＥＵＴに画像表示装置またはモニタが含まれている場合には、次の動作条件を適用すること。 

 
・コントラストの調整を最大とすること。 
・輝度調整を最大とするか、ラスタの見えなくなる状態が最大輝度より少し下の場合には、ラス

タの見えなくなる状態に調整すること。 
・ポジティブ表示またはネガティブ表示の両方を利用できる場合には、いずれか最悪条件を選択

すること。 
・画面上で代表的な最大数の文字が表示できるように１行あたりの文字の寸法及び数を選択する

こと。 
・グラフィックス機能を有するモニタの場合は、全て"Ｈ"から構成されるパターンを表示させるこ

と。テキストのみの機能を有する供試装置では、無作為テキストから構成されるパターンを表

示させること。もし、上記のいずれの方法も適用することができない場合には、代表的な表示

を採用すること。 
 
ＥＵＴは、上記の動作規定を満たしつつ、最大放射レベルを発生させる動作モードで動作させるこ

と。 
 
Ｇ.２ ファクシミリ装置の動作 
 ファクシミリ装置は供試装置の最も精細なイメージモードで、ＩＴＵ－Ｔの規定するファクシミリ

受信テストチャートを用いて、待機状態、受信および送信モードで試験すること。 
 
 注) ファクシミリ装置の最大妨害レベルを得るためにテストパターンを何度も繰り返すことが必要なこともある。 

 
 
Ｇ.３ 電話機の動作 
 デジタル信号で音声情報の伝送が可能な電話機は、ＩＴＵ－Ｔの規定する標準音声の受信状態で、

待機状態、受信および送信モードで試験すること。 
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